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七 による 権の侵 について

 
 

匠 利行使及 利 害 任 関連規定

 
台湾では 2003 年 3 月 31 日より、特許権・実用新案権・意匠権の権利侵害の刑事責

任が廃止された。意匠権の権利行使と侵害責任に関しては、民法と専利法に規定され

ている。民法は基本的な規定であり、専利法は特別な規定に属する。原則的に、意匠

権者は関連民事手続きによってのみ権利行使ができ、権利侵害者は民事責任を負担す

る。以下に、民法と専利法の関連規定について説明する： 
 

.  
 
請求権の時効の規定は、権利者の権利行使を保証するだけでなく、社会での

既成秩序と狀態の安定性も重要視するためのものである。権利者が法定の時

効期間内に権利行使しなかった場合、相対人はこの時効の規定に基づいて「時

効の抗弁」を主張することにより、当該権利の行使を実現させないようにす

ることができる。専利法においては、意匠権の侵害行為に対して特別な請求

権の時効が規定されており、民法の規定と基本的に同じである。 
 
（損害賠償請求権） 
 民法第 197 条 1 項： 

権利侵害行為により生じた損害賠償請求権は、請求権者が損害及び賠償

義務者を知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害

行為があった時点から 10 年を超えた場合も同様とする。 
 
 民法 197 条 2 項： 

損害賠償義務者が権利侵害行為により利益を受け、被害者が損害を受け

た場合、前項の時効が消滅した後も、依然として不当利得の関連規定に

より、受けた利益を被害者に返還しなければならない。 
 
 専利法第 96 条 2 項： 

第 2 項及び前項に規定する請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を

知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害行為があ

った時点から 10 年を超えた場合も同様とする。 
 
よって、意匠権者は、ある者又はある会社（損害賠償義務者）がその意匠権

を侵害したことを主張したい場合、権利侵害者の身分を知ってから 2 年以内
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に権利行使しなければならない。さもなければ、権利侵害者は、「時効が成立

したため請求権は消滅した」と主張することができる。また、権利侵害の行為

が発生してから 10 年が経過したにもかかわらず、権利者がこれを全く調査し

なかった、又は知らなかった場合、権利侵害者は同様に、「時効が成立したた

め請求権は消滅した」と主張することができる。 
 
ただし、侵害事件のケースは、実際には、通常、権利侵害の行為が一定の時

間続いており、損害も相当の時間が経ってから生じるケースが多い。権利侵

害行為が続けられていた場合、時効の消滅に係わる「損害及び賠償義務者を

知った時点」の起算点は、損害又は権利侵害者を知った最初の日とは限らず、

知った日から権利侵害者が侵害を終了した日までの間「連続する」。45 
  

                                                   
45最高裁判所法院 2009 年度台上字第 1474 号民事裁定：「上告人は 1999 年から 2004 年まで、紙袋を

継続して製造・販売しており、侵害が終了するまで、損害は依然として継続しているので、被上告人

の請求権の時効は起算しなおすされ続けるので、2003 年 8 月 12 日の提訴時、時効は消滅したわけで

はない。」なお、本事件においては、権利者が民事訴訟提起の日を「損害及び賠償義務者を知った」

時効の起算点とした。 
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（不当利得返還請求権） 

一方、民法第 197 条第 2 項の規定により、権利者が時効により請求できな

いリスクが生じたときは、権利を主張できるもう一つの可能な手段、つまり、

「不当利得」の返還請求ができる。46 この場合の主張は、権利侵害者の「損

害賠償責任」を追及するものではなく、権利侵害者に、特許・実用新案の技術

又は意匠を使用することにより「得た利益」を請求するものである。ご参考の

ため、ここに、「不当利得」の返還を請求の基礎とするときに適用される一般

的請求権時効（15 年）に関する民法の条文を抄録する： 
 
 民法第 125 条：「請求権は 15 年間行使しなければ、消滅する。ただし、

法律により定められた期間がより短い場合、その規定に従う。」 
 
実際の事件例は、最高裁判所 2015 年度台上字第 2133 号民事判決を参考に

することができる。当該事件において、特許権者は「2011 年 4 月 29 日に初

めて本件訴訟を提起したため、2009 年 4 月 29 日以前の損害賠償請求権は 2
年間の時効期間により消滅した」と認められた。一方で、裁判所は、「不当利

得」を基礎とした請求権の主張を採用したため、権利者には 15 年の長期時

効が適用された。裁判所は、「他人の専利を実施する権利のない者は、権利金

に相当する利益を得る可能性があり、また、企業は一般的に、権利金を支払

った後にも利益が得られて初めて商業上の取引行為を行うはずである」と認

めた。47 
                                                   
46民法 179 条：「法律上の原因なく利益を受けたために、他人に損害を被らせた場合、その利益を返

還しなければならない。法律上の原因があったが、その後に存在しなくなった場合についても同じで

ある。」 

民法 181 条：「不当利得の受益者は、受けた利益を返還するほか、当該利益により更なる利益を受け

た場合も、それを併せて返還しなければならない。ただし、当該利益の性質又はその他の事情により

返還できない場合は、その価額を償還しなければならない。」 
47最高裁判所 2015 年度台上字第 2133 号民事判決：「係争製品 A は係争特許甲の特許請求の範囲の請

求項 1 の範囲に入っており（文言侵害）、韶爾社の特許権を侵害している。しかしながら、韶爾社は

2011 年 4 月 29 日に初めて本件を提訴したので、その 2009 年 4 月 29 日以前の損害賠償請求権は 2 年

の時効期間により消滅した。……東鴻社は係争製品 A を製造かつ販売し、東怡社は単に販売してい

たことは、当事者双方が争わない事実であり、また、韶爾社が第三者である協紡社に依頼して東鴻社

から購入した係争製品 A は、東怡社から出荷され、かつ東怡社は領収書を発行し、また、両者は同

じ住所にあり、東怡社が販売していた当該製品は、明らかに東鴻社が製造したものであるので、民法

第 185 条第 1 項前段に規定の共同権利侵害行為に該当し、当該二社はこの部分について各自が連帯し

て損害を賠償する責任を負わなければならない。…また、東怡及び東鴻社が 2009 年 4 月 29 日以前に

製造・販売した 2,390 個、3,072 個の係争製品 A については、他人の專利を実施する権利のない者が
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実際の事件では、専利権者が同時に「権利侵害行為に基づく損害賠償請求

権」と「不当利得返還に基づく請求権」の 2 つの法定請求権に基づいて、被

った損害の填補又は不当利得の返還を裁判所に請求することがしばしばあ

る。これについても、次の節において補充説明する。 
 

. と 侵 の  
 
民法では、権利侵害者の責任（即ち、権利を侵害された者の請求権基礎）

について、次のように規定されている： 
 
 民法第 184 条第 1 項： 

故意又は過失により、他人の権利を不法に侵害した者は、損害賠償の責

任を負う。 
 

 民法第 185 条： 
数人が共同で不法に他人の権利を侵害した場合は、連帯して損害賠償責

任を負う。加害者を確定できない場合も同じである。教唆者および幇助

者は共同行為者と見なされる。 
 
 民法第 216 条： 

損害賠償は、法律に別段の定めがある場合、又は契約で別段の約定があ

る場合を除き、債権者が被った損害及び失った利益を填補することを限

度としなければならない。通常の状況、又は所定の計画、設備若しくはそ

の他の特段の事情により予期できる利益を、失った利益と見なす。 
 
また、専利法において、意匠権の行使と権利侵害行為者の責任は、専利法

142 条により、特許に関する権利行使と侵害責任の関連規定である専利法第

58 条第 2 項、第 96 条、第 97 条を準用する： 
 
 専利法 136 条第 1 項： 

                                                   
権利金に相当する利益を得る可能性があり、また、企業は一般的に、権利金を支払った後にも利益を

得られて初めて商業上の取引行為を行うはずであることに鑑み、1 個の当該製品の平均の税引前純利

益の 37.94 元、70.94 元の半分で計算すれば、不当利得の法律関係に基づき、東怡社と東鴻社にそれぞ

れ 45,338 元、108,964 元の元金と利子を請求するという韶爾社の請求は根拠があるため、許可すべき

である……よって、王雄東などの 4 人が連帶して 1,133,723 元の元金と利子を、東鴻社と王雄東が連

帯して 516,277 元の元金と利子を支払うように命じた一審の判決を維持する…」 
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意匠権者は、本法に別段の規定がある場合を除き、他人が意匠権者の同

意を得ずに当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除

する権利を専有する。 
 

 専利法第 58 条第 2 項： 
「物の発明の実施」とは、当該物につき、製造、販売の申し出、販売、使

用すること、又はこれらを目的として輸入することを指す。 
  
 専利法第 96 条第 1 項： 

特許権者は、その特許権を侵害するものについて、その除去を請求する

ことができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することがで

きる。 
 

 専利法第 96 条第 2 項： 
特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対して、損

害賠償を請求することができる。 
 

 専利法第 96 条第 3 項： 
特許権者は、第 1 項の請求を行うとき、特許権侵害に係る物品又は侵害

行為に用いた原料又は設備について、廃棄処分又はその他の必要とする

処置を請求することができる。 
 

 専利法第 96 条第 4 項： 
専用実施権者は、その実施権の範囲内で、前 3 項の請求をすることがで

きる。ただし、契約に別段の約定がある場合には、その約定に従う。 
 
 専利法第 97 条第 1 項： 

前条による損害賠償の請求は、次の各号のいずれかの方法により、その

損害額を算定することができる。 
1. 民法第 216 条の規定による。ただし、その損害を証明するための

証拠方法を提出することができないときは、特許権者は、その特

許権の実施により通常得られる利益から、損害を受けた後に同一

の特許権の実施により得られた利益を差し引いた金額をその損害

額とすることができる。 
2. 侵害者が侵害行為により得た利益による。 
3. 当該特許の実施許諾により得られた合理的な実施料を損害額の算

定の基礎とする。 
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 専利法第 97 条第 2 項： 
前項の規定により、侵害行為が故意による場合、裁判所は被害者の請求

により、侵害の状況に基づいて、損害額以上の賠償額を定めることがで

きる。ただし、証明された損害額の 3 倍を超えてはならない。 
 
前記民法と専利法の規定により、被疑侵害者は損害賠償責任を負うべきこ

とを主張しようとする場合、被疑侵害者の侵害行為が「故意」又は「過失」

によるものであることを証明しなければならない。また、侵害行為が故意に

よる場合、裁判所は被害者の請求により、侵害の状況に基づいて、損害額の

3 倍又はそれ以下の懲罰的賠償額を定めることができる。故意と過失の証明

についての詳細は、後節で説明する。 
 
なお、「損害賠償」とは、民法第 216 条によれば、「権利者が被った損害及

び失った利益を填補する」ことであり、「専利権の権利者が、権利侵害者に対

し、権利侵害行為により得た利益を要求できる」ということではない。これ

は、不当利得返還請求権の基礎としたときに、「得た利益」の返還を請求でき

ることとは根本的に異なるものである。 
 

 
. 制限と  

 
意匠権の権利行使の制限と権利侵害責任の免除については、専利法第 142

条により、特許に関する専利法第 59 条を準用する： 
 
 専利法 59 条 
特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 

1. 商業目的ではない未公開の行為。 
2. 研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。 
3. 出願前に、既に国内で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了し

ていたもの。ただし、特許出願人から、その発明を知ってから 12 ヶ月未

満で、ならびに特許出願人がその特許権を留保する旨の申し出をした場

合は、この限りでない。 
4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 
5. 特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審判請

求のために取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前に善意で

国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了していたも

の。 
6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販
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売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前記の製造、販売

行為は国内に限らない。  
7. 特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅後、特許権者が第 70 条

第 2 項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告される前に、

善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了していたもの。 

前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号の実施者は、その原事業目的範囲内におい

てのみ継続して利用することができる。 

第 1 項第 5 号の実施権者は、当該特許権が無効審判により取り消された後

も、依然として実施を継続する場合、特許権者による書面通知を受領した日

から、特許権者に合理的な特許権使用料を支払わなければならない。 
 
権利行使の制限と権利侵害責任の免除について、実際のケースでは主に、

上記専利法第 59 条 3 項の「出願前に、既に国内で実施されていたもの、又

は必要な準備を既に完了していたもの」、即ち「先使用権」が主張されてい

る。ただし、先使用権はその原事業の目的範囲内においてのみ継続して利用

することができる。詳細は、「第二章  意匠保護の重要性」の「第二節 台湾

での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の説明を参照された

い。 
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利 使

 

意匠権の権利行使の際、一般的には、前節に記載の規定により、以下の手順又は

手段に従って進める。 

 
. 害 查 

 
1. 及 入  

 
意匠権を侵害する可能性のある製品が市場に出回っているのを発見し、

当該被疑侵害行為を阻止したいときは、まず、権利侵害行為の事実を確認

し、将来の権利行使の主張の証拠とする必要がある。実務上、多くの場合、

市場から当該擬似侵害品を購入するとともに、型番及び／又は製品名や、

購入額、日付が記載されている台湾の統一発票又は領収書を入手しなけれ

ばならない。また、後日、被疑侵害者が「領収書における型番又は製品名

は購入された物品を指すとは限らない」との弁解ができないよう、当該型

番及び／又は製品名と購入した物品とに相当の関連性があることに留意す

ることが重要である。 
 
被疑侵害者がウェブページ又は見本市・展示会などで公開した公告、カ

タログなどにも、被疑侵害品の情報や外観上の形状特徴などが示されてい

る可能性があるので、できるだけ証拠を収集しておくべきである。後日、

被疑侵害者が「販売の申し出（offer for sale）」の権利侵害行為をしていた証

拠とすることができるとともに、被疑侵害品と正確な型番及び製品名との

対応関係の確立に有利である。ウェブ上のデータは頻繁に変更される可能

性があるので、被疑侵害品のカタログや取扱説明書などを発見したら、直

ちにダウンロード・保存するとともに、その時点で当該ウェブページが存

在していることについて、公証人に公正証書を作成してもらうことが好ま

しい。 
 
一方、被疑侵害品が市場から入手しにくい、又は被疑侵害品の価額が高

すぎる場合、裁判所に「証拠保全」を申し立てることにより入手する方法

が考えられる。証拠保全の手続きは、事前に相手側（被疑侵害者）に通知

されない。証拠保全は、証拠（被疑侵害品等）滅失の恐れがあるため、早

急に保全しなければ、使用が不可能・困難になる、又は権利者が提訴する

前に、証拠を収集して事実又は物体の現状を理解し、実際の状況を判断し

て提訴又は和解をするか否かを決めるための手続きである。しかし、意匠

権侵害で裁判所に対して証拠保全を申し立てるとき、保全される係争製品
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が相当程度係争意匠権を侵害していること、及び証拠保全をしなければ、

恐らく当該製品の入手が難しいことを挙証して「釈明」しなければならな

い。「釈明」は、訴訟手続きにおける「証明」とは程度が異なり、提訴前に

事実と証拠資料を十分に収集して整理するためであるので、一般的には、

裁判所に一定の合理性を感じさせ、少し又はある程度の心証を形成させれ

ばよいと考えられる。  
 
下図に示されるとおり、民事事件における証拠保全の申立ての許可率は、

台湾の知的財産裁判所が設立されたばかりの 2008 年 7 月から 2012 年ごろ

まではかなり低く、証拠保全により証拠を入手することが困難であった。

また、その時期は権利無効の抗弁により権利が無効とされた事件の割合も

高く、全体的には専利権の権利者に比較的不利な訴訟環境であった。この

ような現状に対して、特許実務者、大学の専門家及び台湾弁理士会からの

指摘を受け、知的財産裁判所は自ら知的財産事件の審理方針について検討

した。その後、知的財産裁判所は、基本的に権利は有効であると推定し、

無効を主張する者は挙証責任を負い、証拠が不足している場合、権利は有

効であると認め、また、証拠保全の申立てに対してもより柔軟に対応し、

その必要性の釈明が不十分である場合は、知的財産裁判所は申立人に教示

するといった方針を採るようになった。その結果、2013 年以降、証拠保全

の許可率は右肩上がりに徐々に高くなっていき、7 割に近づいており、入

手が困難な証拠を証拠保全の手続きにより入手することが容易になった。
48 

                                                   
48 台湾の知的財産裁判所のウェブページにおける「統計関連」より、2018 年 10 月。 
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証拠保全の申立ての関連事例は、知的財産裁判所 2015 年度民專抗字第 1 号を参考に

することができる。49 

                                                   
49 知的財産裁判所 2015 年度民專抗字第 1 号裁判要旨：「証拠保全手続きにより行う証拠調査の目的

は、本件訴訟と全て同じなわけではなく、本件訴訟における証拠調査は、本件の事実認定の根拠とす

る証拠の調査であるが、証拠保全による証拠調査の主な目的は、証拠が滅失する若しくは使用が困難

になることを防ぎ、又は提訴前に証拠資料を収集して事実若しくは物体の現状を理解して、紛争の実

際の状況を判断することにより、提訴、仲裁又は和解を行うか否かを権利者が容易に決められるよう

にすることにある。このように、証拠保全により、訴訟を予防するという目的を達成する。……提訴

前の証拠資料の十分な収集と整理は、本件事件に理由があるか否かまでの程度を必要としない…係争

設備は排気 VOCs 物質処理設備であり、特定の製造業者は製造工程において排気が生じるためこの設

備が必要となるが、一般の者はこの設備を購入する必要がないため、係争設備は一般の消費品ではな

く、市場から直接購入できない……係争設備は相手方により管理されて使用されているため、直接製

造者ではないが、多額の費用を投じて購入した以上、今後も使用し続けたいと考えるはずである。そ

のため、訴訟手続きに入った場合、相手方は判決の結果が不利になることを恐れ、資料を隠蔽し、又

は改造若しくは変造する可能性がある。また、裁判所に「○○○社も侵害の事実がある」と認められて

追及されることを逃れるため、保守点検のときにその設計を改変する可能性がある。よって、事・物

の現状を確定するため、証拠保全の必要がある。しかし、原審は、抗告人のこの部分の主張を斟酌せ

ず、単に抗告人の提出した釈明証拠と係争特許の技術とを対比した後、侵害の事情がなく、抗告人の

主張は主観的な臆測によるものであるとの理由により、本件は証拠保全の必要がないと判断したこと

は、考慮が十分ではない。況して、証拠保全された証拠により、抗告人は、費やすコストと費用を考

慮して提訴すべきか否かを判断する可能性もある。よって、原審が本件証拠保全の必要性などの関連
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2. 公  

 
前記のとおり、被疑侵害品のウェブページの情報又は電子カタログなど

の証拠資料は、その時点で確かに存在していることについて、公証人よる

公正証書を作成しておくことが好ましい。また、製品には必ずしも型番又

は製品名が表示されているとは限らないが、その場合、包装に型番又は製

品名が表示されていれば、購入後、開封する前に、まず公証人に包装の外

観状態が良好であることを確認させ、その場で開封する過程にも公証人に

立ち会わせる。そして、開封して中身の商品を取り出す過程を公証人の目

の前で写真撮影又はビデオカメラにより録画し、これにより、領収書と入

手した製品とを関連付ける証拠を作成する。そして最後に、公証人に公正

証書を作成させる。将来、購入された製品に意匠権の特徴部があるか否か

について相手側が言い争ってくる可能性をできるだけなくすために、製品

を写真撮影又はビデオカメラにより録画するときに、侵害された係争意匠

権と関連していることを最も表現できる部位の特徴点も同時に、入念に各

角度から撮影しておくことが好ましい。 
 
 

. と と  
 
後日、権利侵害者に対して警告書を送付するにせよ、提訴するにせよ、原

則的には、意匠権者が先に、被疑侵害品は確かに意匠権を侵害したことに係

る証明又は説明書類を提出すべきである。一般的に、当該書類を「意匠権侵

害対比表 (claim chart)」という。 
 
基本的には、意匠権侵害対比表は、裁判所の参考のために、知的財産局が

作成した「専利侵害判断要点」における規定に従って作成すべきである。「第

六章 意匠権侵害の判断について」において報告したように、意匠の侵害の

鑑定は、まず、図面と説明書により係争意匠権の登録の範囲を確定し、被疑

侵害品の対応するデザインの内容を分析し、続いて、被疑侵害品と係争意匠

権のデザインが適用された物品が同一又は類似であるか否か、及び被疑侵害

品の外観と係争意匠権のデザインが同一又は類似であるか否かを対比して

判断する。 
 

 
                                                   
事実について全面的に斟酌しなかったことは、法に違反するので、その裁定は不当であり、廃棄する

ようにとの抗告趣旨には理由がある。」 
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. に 有効 と  
 
台湾の意匠権は、実体審査を経て登録されたものであるが、知的財産局が

審査したときに、先行意匠文献の調査作業が十分でなかったことも考えられ

る。また、意匠権者は、当該製品分野の創作の変化についてより詳しく、意

匠登録出願前に類似したデザインが既にあったことについて審査官よりも

把握している場合もあり、又は、台湾での登録査定後から、権利行使をしよ

うとする時点までの間に、台湾以外の国・地域での対応意匠出願がその国・

地域の特許庁により拒絶されている場合がある。このような状況で権利侵害

者に権利行使をした場合、権利侵害者から、類似したデザイン又は他国・地

域での引用文献により係争意匠に取消しの原因があると主張されかねない。

以上の理由により、意匠権者が他人に対して権利行使を行う前に、先行意匠

をもう一度調査し、把握している先行意匠のデザインと主張したい意匠権の

デザインを対比し、意匠権のデザインと公知意匠のデザインとの間に顕著な

相違があることを事前に確認しておくことが好ましい。 
 
特に、被疑侵害品のデザインにかなり近い公知意匠が存在し、かつ、主張

する意匠権よりも当該先行意匠が被疑侵害品のデザインに近い場合、後日の

訴訟において、被疑侵害品が係争意匠権を侵害したとの主張により、係争意

匠権が無効と認められてしまうリスクが大きい。 
 
 

.  
 

意匠権者又は意匠権を行使する権利を有する者は、権利を行使するタイミ

ング、適切な方法などの考慮により、異なる形態の警告書を被疑侵害者に送

付することがある。意匠権を含む専利権の行使に係わる警告書につき、一般

的には次の 2 種類がある。

1. 自 登 てい と 書

意匠権者がまだその権利行使や侵害排除の決意を明確に表明する意向が

固まっておらず、又は権利侵害行為が確かに存在するか否かが明らかになっ

ていないが、自社の意匠権を侵害しないよう競合他者に通知したい場合に、

既に登録を受けている意匠権、意匠説明書及び図面などを記載し、侵害しな

いよう通知することを目的とする警告書である。登録を受けている意匠権番

号を取得した場合は、当該番号を記載し、又は意匠権証書の写しを添付する

ことができる。
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意匠には、特許のような出願日 又は優先日 から 18 ヶ月後の早期公開制

度がないため、専利法第 41 条の規定の適用がない。そのため、意匠権の取

得が確定されるまでに、法律上の責任（例えば、公平取引法に違反する問題

など）が生じないよう、意匠登録出願中旨の書簡を安易に他人に送付して警

告することは避けるべきである。

 
【専利法】 

第 41 条 特許出願人は、その出願の公開後、特許出願の内容について文

書をもって通知したにもかかわらず、通知から公告までの期

間において、業として当該発明の実施を続けた者に対し、当該

特許出願の公告後、適当な補償金を支払うよう請求すること

ができる。 

 既に公開された特許出願であることを明らかに知りながら、

公告前に業として当該発明の実施を続けた者に対しても、前

項の請求をすることができる。 

 前二項の規定による請求権は、その他の権利の行使を妨げな

い。ただし、本法第 32 条により、特許及び実用新案登録をそ

れぞれ出願し、実用新案権を取得したときは、補償金の請求又

は実用新案権の行使のいずれかのみを選択し、主張すること

ができる。 

 第 1 項、第 2 項による補償金の請求権は、公告日から 2 年以

内に行使しなければ、消滅する。 

 

2. 相 商 匠権 侵害 て 可 性が 告 告

競合他社の製品がその意匠権を侵害していることについて、意匠権者があ

る程度の確信を有し（例えば、侵害報告書が作成されている）、その権利を積

極的に主張して侵害を排除し、又はその他の商業上の交渉の材料としたい場

合、送付する警告書に、通常は、特定の型番の製品が第○○○号意匠権を侵

害したことを明記するとともに、その製品を回収し、製造及び出荷を中止す

ることを要求する内容を記載する。
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警告書が前記第 2 類のものであれば、権利者は「権利侵害者と権利侵害行

為を知った」時点、即ち「請求権の時効の起算点」を証明することができる。

もう一つは、権利侵害者は、警告書を受領した時点から、「当該意匠権の存在

を知らなかった」と主張することができなくなり、警告書の受領後も依然と

して権利侵害行為を続けた場合、その権利侵害行為は「明らかに権利侵害を

していることを知っているにもかかわらず、依然として行い続けた」「故意

の権利侵害」となる。

 
但し、権利侵害者に前記第 2 類の警告書を送付するときは、次の「企業が

著作権、商標権又は専利権侵害に関して警告書を送付する事件に対する公平

取引委員会の処理原則」の第 3 条と第 4 条の規定に注意しなければならな

い。 
 

3 法又 そ

） 
 
企業が下記のいずれかの権利侵害確認手続きを行ってから警告書を送付

する場合、著作権法、商標法又は専利法により権利を行使する正当行為に

該当する： 
（一）裁判所の一審判決により、著作権、商標権又は専利権が侵害され

たことが確定した。 
（二）著作権審議及び仲裁委員会の仲裁により、著作権が侵害されたこ

とが確定した。 
（三）専利権を侵害する可能性のある対象物の侵害鑑定を専門的な鑑定

機構に依頼し、鑑定報告を取得し、かつ、警告書を送付する前又

はそれと同時に、侵害する可能性のある製造者、輸入者又は代理

店に通知し、侵害を排除するよう請求した。 
企業が、第 1 項 3 号の後段の侵害排除通知を行っていないが、予め救

済手続きをとっており、合理的で可能な注意義務を果たしており、前記通

知が客観的にはできず、又は通知を受けるべき者が既に権利侵害紛争を

知っていることを具体的に証明できる証拠がある場合、侵害排除通知を

行ったと見なす。 

 
4 法又 そ

） 
 
企業が下記いずれかの権利侵害確認手続きを行ってから警告書を送付す

る場合、著作権法、商標法又は専利法により権利を行使する正当行為に該
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当する： 
（一）警告書を送付する前に又はそれと同時に侵害する可能性のある製

造者、輸入者又は代理店に通知し、侵害を排除するよう請求し

た。 
（二）警告書を受領した者が係争特許を侵害している可能性がある事実

を知るに足るように、警告書に、著作権、商標権又は専利権の明

確な内容、範囲、及び侵害を受けた具体的な事実（例えば、係争

権利はいつ、どこで、どのように製造、使用、販売又は輸入によ

り侵害されたのか）を明記した。 
企業が、前項 1 号の侵害排除通知を行っていないが、予め救済手続きを

とっており、合理的で可能な注意義務を果たしており、前記通知が客観的

にはできず、又は通知を受けるべき者が既に権利侵害紛争を知っている

ことを具体的に証明できる証拠がある場合、侵害排除通知を行ったと見

なす。 
 
権利行使の戦略として、権利侵害に関する類似対比説明を添付せずに、製

造、輸入を行う権利侵害者に直接警告書を送付する場合もある。しかし、原

則的には、このような方法はそれと取り引きをする「下流業者」には適用せ

ず、かつ、「下流業者」に警告書を送付する前に、まずは製造、輸入又は代理

業者に直接警告書を送付すべきである。さもなければ、不当に権利行使した

ことにより、第三者が恐れて製造、輸入を行う者との取引をしないようにし、

マーケットの秩序に影響を及ぼしたとして、公平取引法の規定に違反すると

認められる恐れがある。50  
 
 

. に 利 （不  
 
意匠権に基づき、意匠権が侵害されたと主張する民事訴訟の手続きは、特

許権又は実用新案権が侵害された場合と略同じである。その相違点は、意匠

                                                   
50大法官釈字第 548 号解釈文：「前記処理原則第 3 点、第 4 点に規定により、企業が他人に各種の知

的財産権を侵害した警告書を送付するとき、裁判所の 1 審判決、又は公正で客観的な鑑定機構の鑑定

報告を既に取得し、かつ予め当該企業の権利を侵害する可能性のある製造業者などに侵害を排除する

よう通知したのであれば、形式上、正当な権利行使と見なし、公平取引法の規定に違反しないと認め

る。また、裁判所の判決又は前記侵害鑑定報告を添付しない警告書であっても、各種の知的財産権の

明確な内容、範囲及び侵害を受けた具体的な事実が事実に従って明記され、かつ公平取引法の各禁止

規定に違反することがないのであれば、同様に正当な権利行使に該当する。企業が他人に專利権を侵

害した旨の警告書を送付する行為は、專利法第 88 条により与えられた侵害排除と防止請求権の行使

ではあるが、権利を濫用してはならないことは、法律の基本原則である……。」 
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(2)  
 
裁判所は法に則り裁判をするので、通常、裁判官は、権利侵害の排除及び損

害賠償を請求する根拠とされる法律が訴状に明記されていることを望む。意

匠権侵害事件について言えば、権利侵害の排除及び損害賠償を請求する法的

基礎は、専利法 136 条第 1 項及び専利法第 142 条に準用される同法第 96 条 1
項から 4 項である。なお、専利法第 142 条に準用される同法第 58 条 2 項55に

よれば、「実施」とは、当該物につき、製造、販売の申し出、販売、使用する

こと、又はこれらを目的として輸入する行為を指す。 
 
 専利法第 136 条 1 項 

意匠権者は、本法に別に規定がある場合を除き、他人が意匠権者の同意

を得ずに当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除

する権利を専有する。 
 

 専利法第 142 条に準用される同法第 96 条 1 項から 4 項 
特許権者はその特許権を侵害するものについて、その除去を請求するこ

とができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することができ

る。 
特許権者は故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対して、損害

賠償を請求することができる。 
特許権者は、第 1 項の請求を行うとき、特許権侵害に係る物品又は侵害

行為に用いた原料又は設備について、廃棄処分又はその他の必要とされ

る処置を請求することができる。 
専用実施権者はその実施権の範囲内で、前 3 項の請求をすることができ

る。ただし、契約に別の約定がある場合には、その約定に従う。 
 
以上は、専利法における、「権利侵害行為」に対する「侵害排除」請求権と

「損害賠償」請求権の特別規定であるので、「侵害行為を知った時点から 2 年

以内に行使しなければ消滅する」との規定の適用がある56。しかし、前記のよ

うに、権利侵害行為を知ってから 2 年が経ったため時効により請求権が消滅

した場合でも、民法に規定されているその他の請求権を請求の基礎とするこ

とが可能であり、最も多く使用されるのは「不当利得の返還を請求する」とい

                                                   
55 專利法 58 条 2 項：「『物の発明の実施』とは、当該物につき、製造、販売の申し出、販売、

使用すること、又はこれらを目的として輸入することを指す。」 
56 專利法第 96 条第 6 項：「第 2 項及び前項に規定する請求権は、請求権者が損害及び賠償義務

者を知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害行為があった時点から 10 年

を超えた場合も同様とする。」 
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う請求権である。即ち、前記に言及された民法の規定（民法 179 条：法律上

の原因なく利益を受け、そのため、他人に損害を被らせた場合、その利益を返

還しなければならない。法律上の原因があったが、その後存在しなくなった

場合についても同じである。民法 181 条：不当利得の受益者は、受けた利益

を返還するほか、当該利益により更なる利益を受けた場合も、それを併せて

返還しなければならない。ただし、当該利益の性質又はその他の事情により

返還できない場合は、その価額を償還しなければならない。）に基づき、同権

利侵害事実により意匠権を侵害した者が法律上の原因なく意匠権の利益を受

けたために意匠権者が損害を被ったので、その受けた利益を返還しなければ

ならないことを、同一の訴状において主張することができる。 
 
なお、権利侵害行為に起因する損害の賠償及び不当利得の返還が同時に請

求され、事実認定により両方とも成立する場合、請求権競合のため、裁判所は

そのうちの一つを選択して請求権を許可する基礎とする。 
 

 

3  
 
台湾では、権利侵害に関わる民事訴訟において、請求される損害賠償額が

150 万台湾ドルを超えたものは、原則として 3 審に上訴できる事件である。そ

のうち、第 1 審、第 2 審は事実審であり、裁判官は事実関係を明確にするた

め、証拠を全面的に調査しなければならない。それに対し、第 3 審は法律審

である。意匠権侵害事件における第 1 審、第 2 審の証拠調査の項目は、以下

のようにまとめることができる。 
 
(1) 被疑侵害者には、被疑侵害品に関して製造、販売、販売の申し出、使用、

又は前記行為のために輸入した行為があったか 
 
専利法第 136 条 1 項には、「意匠権者は、本法に別段規定がある場合を

除き、他人が意匠権者の同意を得ずに当該意匠又は当該意匠に類似する意

匠を実施することを排除する権利を専有する」ことが規定されている。ま

た、専利法第 142 条により準用する同法第 58 条 2 項により、「実施」とは、

当該物に係わる製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを

目的として輸入することを指す。 
 
前記各規定は、専利権者が権利を主張し、侵害排除又は損害賠償を請求

する基礎であるため、裁判所が権利者の訴状を受けたとき、実体の部分に

関し、まずは、権利者が証拠を提出したか否か、当該証拠は少なくとも被
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疑侵害者に被疑侵害品に係わる製造、販売、販売の申し出、使用、又は前

記行為のため輸入した行為があったかを初歩的に証明できるかを判断す

る。訴状に対して答弁するよう被疑侵害者に通知する前に、裁判所は、権

利者が裁判所に提出した証拠が充分ではないと認めた場合、まず権利者に

通知し補正するよう命じる。補正内容としては、例えば、裁判所に提出さ

れた被疑侵害品はどのように入手したのかに関する証明、又は裁判所に提

出された被疑侵害品のカタログのコピー又は写真等が確かに原本又は実

物と一致することに関する証明又は解釈などである。提訴時に、権利者が

調査会社に依頼して調査した被疑侵害者の製造と販売状況の報告を提出

する場合もある。また、1 回目のヒアリングにおいて、被疑侵害者が「権

利者が裁判所に提出した被疑侵害品の購入により入手した領収書に記載

されている商品名又は型番は、それが被疑侵害品であることを明確に確認

することができない」と反論することがある。このとき、裁判所はこれに

関する証明を補充するよう権利者に命じる。 
 

(2) 意匠権の権利範囲の確定 
 
これは、被疑侵害品が当該意匠権の権利範囲に入っているか否かを確認

するための基本的な調査手続きである。その調査と判断の方法は、基本的

に前記知的財産局による 2016 年版の「専利侵害判断要点」に従って行う。

即ち、公告された係争意匠権の図面に基づくとともに、意匠説明書におけ

る「意匠の名称」、「物品の用途」、「意匠の説明」を斟酌し、意匠が適用さ

れる「物品」を確定し、更に当該意匠権に限定されている物品の「外観」

の特徴が何を含むのかを確定する。係争意匠権に限定されている物品、意

匠が含む又は含まない特徴に関して、当事者双方に争いが生じた場合、裁

判所は同時に処理、判断しなければならない。詳細は、前記「第六章 意

匠権侵害の判断について」の「第二節 意匠権範囲の確定」の説明をご参

照いただきたい。 
 
 

(3) 意匠権の範囲と被疑侵害品の対比 
 
前記のように意匠権の権利範囲を確定してから、確定された権利範囲と

被疑侵害品を対比する。このとき、まず裁判所は、「被疑侵害品の分析」を

行わなければならない。このステップは、係争意匠権の権利範囲により確

定された物品及び外観について、被疑侵害品における対応するデザインの

内容を認定する。ただし、関連のない部分（例えば、係争意匠権における

点線で描かれた図面、又は主張しない商標や文字の部分が、被疑侵害品の
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対応する部分と異なる場合）は対比判断に入れてはならない。続いて、一

般の消費者が関連商品を選択する観点から、係争意匠権の権利範囲全体の

内容と被疑侵害品における対応するデザインの内容を対比し、被疑侵害品

と係争意匠とは物品が同一又は類似であるか否か、その外観が同一又は類

似で権利を侵害するか否かを判断する。 
 
(4) 意匠権の有効性（被疑侵害者が意匠権に取消しの理由があると抗弁した場

合） 
 
知的財産案件審理法第 16 条には、「当事者が、知的財産権に取消し、廃

止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁

に理由があるか否かにつき自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政

訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法、又はその他の法律の訴訟

手続停止に関する規定は適用されない。 
前項の状況につき、裁判所が取消し、廃止の原因があると認めた場合、知

的財産権者は当該民事訴訟において相手側に対し権利を主張することが

できない。」と規定されている。 
 

2008 年 7 月 1 日に当該法令が施行されてから、専利権侵害をめぐる民

事訴訟において、被疑侵害者が専利権に取消しの原因がある（即ち、専利

は無效である）ことを挙証して主張することがよく見られる。意匠につい

て、最もよく見られる意匠権の無效事由は、新規性又は創作性を備えない

ことである。この場合、被疑侵害者は、先行意匠文献証拠を提出し、なぜ

当該先行意匠文献と係争意匠は類似するのか、又は当該先行意匠文献と比

較し、なぜ係争意匠は「特殊な視覚的効果」（即ち、「視覚を通じて起こさ

せる美感」）をもたらさず、容易に完成できるのか、その理由を説明しなけ

ればならない。裁判所は前記証拠調査ステップで確定された意匠権の権利

範囲により先行意匠と比較しつつ、当事者双方の主張を斟酌し、先行意匠

に対する係争意匠の相違点、当該相違点により係争意匠が特殊な視覚的効

果をもたらすかを判断し、当該意匠に新規性及び/又は創作性があるかを判

断する。 
 
意匠権が有効であるか否かの判断原則は、現行専利法第 122 条 1、2 項

の規定57に従い、具体的な判断基準と方法は、原則的に知的財産局が審査

                                                   
57 專利法第 122 条 1、2 項「産業上利用することのできる意匠は、次の各号のいずれかの事

情に該当しなければ、本法により出願し、意匠登録を受けることができる。： 
1. 出願前に同一又は類似の意匠が既に刊行物に記載されたもの。 

 2. 出願前に同一又は類似の意匠が既に公然実施されたもの。 
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官の審査の指針として作成した専利審查基準に準拠する。 
 
実際の事件例では、被疑侵害者が「先行意匠証拠」を提出し、係争意匠

が新規性（専利法第 122 条 1 項 1～3 号の規定）及び/又は創作性（専利法

第 122 条 2 項の規定）を備えないと主張することが、しばしば見られる。

この場合、先行意匠証拠に関しては、まずはその証拠能力を確認する。特

許や意匠公報文献の場合、その公開日又は公告日、及び公開された内容は

明確であるので、通常はその公開日又は公告日が係争意匠の出願日又は優

先日の前であることが確認されれば、証拠能力があると判断することがで

きる。一方、実務上では、被疑侵害者が市場で先に販売された商品を先行

意匠証拠として提出し、「当該商品の外観と系爭意匠とは同一又は類似す

るので、係争意匠は無效である」と主張するケースもある。商品の実物に

出荷日が表示されていないことはよくあるので、通常、この場合、被疑侵

害者は、「当該商品は係争意匠の出願日又は優先日の前に確かに販売され

ており、不特定の人がその外観を知り得た事実」について挙証して証明し

なければならない。現在の実務では、裁判所が先行意匠の証拠能力を調査

するとき、商品の外観と、出荷又は宣伝の日付とを合理的に関連づけるた

めに、被疑侵害者に出荷証明書、商品カタログ、見本市での資料などの書

類証拠の提出を命じるほか、内部事情を知る可能性のある証人を法廷に召

喚し、書類証拠資料の真実性を確認する。例えば、知的財産裁判所 106 年

(西暦 2017 年)民專訴字第 14 号58の事件では、裁判所は、書類証拠の内容

                                                   
 3. 出願前に既に公然知られたもの。 

 意匠が前項各号の事情に該当しなくても、それが属する技芸分野の通常知識を有する者が出願前の従

来技芸に基づいて容易に想到できるときは、意匠登録を受けることができない。」 
58 知的財産裁判所 106 年(西暦 2017 年)民專訴字第 14 号：「被証 12 は、訴外者である立鎧五金者が販

売する関連蝶番商品の実物サンプル 2 件で、被証 8 は、訴外者である立鎧五金公司が販売する関連蝶

番商品の領収書の写し数枚であり、そのうち、2013 年 5 月 8 日及び 2013 年 5 月 9 日付の 3 枚の領収

書には、『LK 蝶番』及び『LK911 蝶番』と記載されている。被証 9 は、訴外者である立鎧五金社が

関連蝶番商品を輸入したことに関する輸入申告書であり、そのうち、2011 年 7 月 7 日及び 2011 年 9

月 8 日付の輸入申告書には、『LK91135 蝶番』及び『LK 蝶番』と記載されている。被証 10 は、上記

商品を SGS 鑑定機構にテストに出した後に取得したテストレポートであり、そのレポートには、

『LK-911』、『LK-311』の型番及び「2011 年 9 月 13 日」と日付が記載されている……被証 12 の 2

点の実物サンプルの何れにも、『LK』との商標、『LK-311Q』及び『LK-911Q』の型番がそれぞれエ

ンボスされており、それは被証 8 の一部の領収書、被証 9、10 に記載の『LK911 蝶番』、『LK91135

蝶番』、『LK-911』又は『LK-311』の型番と一致するので、被証 8 から 10 は被証 12 の実物サンプル

と関連づけることができる。証人○○○は、当裁判所において、『彼は 2012 年から 2015 年まで、訴外

者である立鎧五金社で勤務しており、かつ、その職位についてから被証 12 は販売され続けてきた』

と述べた。…証人○○○は、『彼は訴外者である立鎧五金社が、2011 年に創立されと当時に勤務し始
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が実物のサンプルと関連づけられていることを証明するよう要求しただ

けでなく、三人の証人の証言も参考にした上で、「先に販売された蝶番の

商品は、証拠能力を有する」と認めた。なお、当該判決の意見及び証拠調

查の結果は、二審の裁判を経て、106 年 西暦 2017 年 民專上字第 44 号判

決により是認された。

実務上では、1 件の引例により係争意匠の新規性と創作性を判断するほ

か、2 件（又はそれ以上）の引例により係争意匠の創作性を判断すること

もある。実際の知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上字第 29 号事

件の例を見てみると、裁判所が先行意匠に対して係争意匠が創作性を備え

るか否かを審査した際、まず、被疑侵害者が提出した最高行政裁判所 100
年（西暦 2011 年）判字第 1769 号事件の判決における「最高行政裁判所 100
年判字第 1769 号の判決趣旨から、意匠の創作性を審査するときは、複数

の先行意匠を組み合わせて、出願された意匠と全体的に対比することがで

きる。出願された意匠が複数の先行意匠の単純な組み合わせ、又は先行意

匠に基づいた容易で簡単な変換手法にすぎず、かつ、単純に変換されたデ

ザインとは異なる特殊な視覚効果をもたらさなければ、創作性を備えない

と認めるべきである」、「（創作性）を審査する過程において、全体の設計が

視覚上区別できる領域について、先行意匠に開示されているか否かを斟酌

し、先行意匠間に組み合わせの動機付けが確かにあり、かつ、全体的に判

断した結果、先行意匠の組み合わせに対して係争意匠が特殊な視覚効果を

もたらさないのであれば、係争意匠は創作性を備えないと認めることがで

きる…」との見解を肯定した上で、「複数の先行意匠の組み合わせにより

係争意匠の創作性を判断することができるが、依然として全体的に観察し、

係争意匠が『特殊な視覚効果』をもたらすかを総合的に判断しなければな

らない」との原則を独自に纏めた。そして、その原則により対比して判断

した結果、部材 A と部材 B からなる係争意匠の全体の外観は、先行意匠

と明らかに異なる特殊な視覚効果をもたらすとし、当該意匠の創作性を認

めた。

(5) 被疑侵害者に故意又は過失があったか否か

専利法第 142 条第 1 項の規定により準用する同法第 96 条第 2 項の規定

によれば、意匠権者は「故意又は過失」によりその意匠権を侵害した者に

対してのみ、損害賠償を請求することができる。

実務上では、知的財産裁判所 107 年（西暦 2018 年）民專訴字第 11 号事

                                                   
め、かつ、2012 年に被証 12 の商品が完成されてから、公に販売され続けてきた』と述べた。…」 
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件の判決 の見解のとおり、「行為者に責任を帰属することができ、かつ、

その行為に違法性があり、不法行為と損害との間に因果関係があって初め

て成立し、更に、権利侵害を主張して損害賠償を請求する者は、権利侵害

の成立要件についての挙証責任を負う」。当該事件において、裁判所は、

「被疑侵害品（遊技機）は意匠権の権利範囲に入っている」と認めたが、

被告は、「当該遊技機は、自宅用に輸入したものであり、販売又は販売の申

し出もなく営業用でもない」と抗弁した。裁判所が調査したところ、被告

は遊技機の設計・製造などの分野の当業者ではなく、その輸入と陳列の行

為は権利侵害についての故意又は過失とは関係がないと認め、被告に「意

匠権第 D160701 号を侵害する物品を回収して滅却する」、「意匠権第

D160701 号の物品を自ら又は他人に製造、販売、販売の申し出、使用、又

は前記行為のため輸入してはならない」と命じただけで、損害賠償に関す

る原告の請求を棄却した。 

また、相手側が同じ技術分野の当業者である場合、一般的にその商品は

意匠権に係わる物品と同じ分野であるので、実務上では、「被疑侵害者に

権利侵害についての故意又は過失があった」ことの証明を権利者に厳格に

要求せず、当業者には関連する専利の存在の有無を予め調査する義務があ

ると認める傾向がある。例えば、知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）

民專上字第 29 号事件の判決 では、「専利権は登録され公告される制度で

                                                   
59知的財産裁判所 107 年（西暦 2018 年）民專訴字第 11 号事件の判決：「被告会社の資本金は僅か 50

万台湾元で、その営業項目の多くは食品、青果、飲料、貿易、及び農、畜、水産品などの小売・卸売

業であるので（経済部会社及び支社基本資料調査表、当所ファイル第 50 頁参照）、被告は屏東県の

地域型の小規模の食品貿易会社にすぎず、遊技機製造会社又は競合他社ではないので、当然遊技機に

係わる係争意匠を知ることは困難である。また、被告が係争商品を購入・使用する者としての立場

で、販売業者が提供した商品カタログ（即ち、力禧捷科技社の商品一覧表）から商品を選択すること

は、社会における一般的な正常取引行為又は経済活動に属し、また、被告は原告と特殊な関係がない

ので、一般的な損害防止のための注意義務を負わない。前記説明を参酌すると、原告が係争意匠を有

する事実、又は遊技機を販売する事実のみで、被告は係争商品が他人の意匠権の実施品であることを

知っていたと認め、又は注意義務を果たしていないことを理由に、被告に過失の責任を負わせること

はできない。」 
60知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專訴字第 29 号事件の判決：「係争意匠は 2015 年 11 月 21

日に公告された。專利権は登録され公告される制度である以上、何人でも知り得る状態となっている

ので、上訴人である十銓社は、係争商品を製造、販売する際、係争意匠を侵害することがないように

調査して確認すべきである。かつ、上訴人である十銓社の営業規模からすれば、この調査はその能力

範囲内であり、期待可能性があるにもかかわらず、怠って行わなかった。よって、『知らなかった』

との理由は認められない。況して上訴人は 2015 年 12 月 28 日に、内容証明郵便を上訴人である十銓

社に送付したにもかかわらず、上訴人である十銓社は注意義務を果たさず、侵害リスク管理にも疎い
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ある以上、何人でも知り得る状態となっているので、上訴人である十銓社

は、係争商品を製造、販売する際、係争意匠を侵害することがないように

調査して確認すべきである。…よって、『知らなかった』との理由は認めら

れない」と指摘している。また、例えば、知的財産裁判所 106 年 西暦 2017
年 民專上更 二 字第 1 号判決 には、「専利侵害事件では、製造業者、競

合他社、単純な小売の業者又は販売者のそれぞれの、侵害の発生を予見又

は回避できるかに係わる注意の程度は、必ずしも同じとは限らない。個別

の事件の事実について、その営業項目、営業規模、資本金の額、営業収益

の状況、営業組織、侵害行為の実際の状況などを考慮し、行為者の注意義

務違反の有無、即ち、損害を予見又は回避しなかったことについての過失

の有無を判断しなければならない」ことが特に強調されている。 
 

(6) 損害賠償金額

通常、事実審の裁判は、調査の結果、被疑侵害品が確かに意匠権を侵害

した事実があると認められた場合にのみ、損害賠償金の調査と計算に進む。

また、被疑侵害者が証拠を提出し係争意匠に取消しの理由があると抗弁し

た場合、一般的に、裁判所は、被疑侵害品が確かに意匠権を侵害した事実

があり、かつ、当該意匠権に取消しの理由がない（即ち、有効である）と

認められた場合にのみ、損害賠償金の調査と計算に進む。 
 
前記「第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関連規定」での説

明のとおり、意匠権侵害の損害賠償の計算は、下記のとおり、特許の関連

規定を準用する。 
 

 
                                                   
ので、係争意匠権を侵害した行為について、少なくとも過失が存在すると認めるに足る。よって、前

記法律の規定により、上訴人である十銓社は被上訴人に対して意匠権侵害の賠償責任を負う。」 
61 知的財産裁判所 106 年（西暦 2017）民專上更（二）字第 1 号事件の判決：「…侵害者に故意又は

過失があって、初めて專利権者はそれに対して損害賠償を請求できる。過失とは、損害の発生を予見

又は回避できたはずであるが、注意しなかったために損害が発生したことを言う。予見又は回避の程

度、つまり行為者の注意義務は具体的な事件によって程度の違いがあり、通常は、善良な管理人の注

意程度を判断の基準とする。專利侵害事件では、製造業者、競合他社、単純な小売の業者又は販売者

のそれぞれにおける、侵害の発生を予見又は回避できるかに係わる注意の程度は、必ずしも同じとは

限らない。個別の事件の事実について、その営業項目、営業規模、資本金の額、営業収益の状況、営

業組織、侵害行為の実際の状況などを考慮し、行為者の注意義務違反の有無、即ち、損害を予見又は

回避しなかったことについての過失の有無を判断しなければならない。」 
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【専利法】 
第 97 条 前条による損害賠償の請求は、次の各号のいずれかの方法に

よりその損害額を算定することができる。 
1. 民法第 216 条の規定による。ただし、その損害を証明する

ための証拠方法を提出することができないときは、特許

権者は、その特許権の実施により通常得られる利益から、

損害を受けた後に同一の特許権の実施により得られた利

益を差し引いた金額をその損害額とすることができる。 
2. 侵害者が侵害行為により得た利益による。 
3. 当該特許の実施許諾により収受する合理的な実施料を損

害額の算定の基礎とする。 

 前項の規定により、侵害行為が故意による場合、裁判所は被害

者の請求により、侵害の状況に基づいて、損害額以上の賠償額

を定めることができる。ただし、証明された損害額の 3 倍を超

えてはならない。 

 
 
専利法第 97 条 1 項 1 号の「損害を受けた」（即ち、権利侵害行為がなか

ったと仮定した場合、権利者は商品をどれほどより多く売れたか、どれほ

どより多くの利益を得たか）については、挙証して証明するのが難しいた

め、通常、権利者は同条 1 項 2 号の「侵害者が侵害行為により得た利益に

よる」を選択し、請求する損害賠償額とする。なぜなら、これは「積極的

な事実」であり、権利侵害者が会社であれば、通常は権利侵害者の権利侵

害商品の型番に係わる販売記録、輸出入申告書又は税務書類などを入手し

て調査することにより、権利侵害商品の販売によるおおよその売上高を知

ることができるからである。このとき、裁判所は、被疑侵害者にコスト関

連資料を提出させ、調査により得られた売上高から材料費、加工コストな

どを引いて得た純利益を「侵害行為による侵害者の利益」の基本的な計算

の基礎とする。例えば、知的財産裁判所 106 年（2017 年）民專上更（二）

字第 1 号事件の判決62に示されているとおりである。 

                                                   
62 知的財産裁判所 106 年（西暦 2017 年）民專上更（二）字第 1 号事件の判決における損害賠償計算

の関連部分：「專利侵害の損害賠償の計算について、專利権者は権利侵害者が権利侵害商品を販売し

て得た総売上高又は利益を損害賠償金額とすることを認める専利法の立法趣旨は、專利権者の挙証責

任を軽減するとともに、権利侵害者を制裁する効力を発揮させるためである。侵害者が権利侵害品を

一つ売れば、專利権者の販売できる專利物品の数は一つ減るため、侵害者が当該物品を販売して得た

利益を、專利権者に支払うべき損害賠償とする。得られた利益の解釈について、権利侵害者が得た利

益を計算するにあたり、権利侵害者が権利侵害品を販売して得た売上高から控除できるコスト及び必
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しかしながら、実務上では、被疑侵害者の出荷記録又は財務資料が粗末

で、又はその営業と出荷などの資料、税関又は税務署など信憑性のある公

的機関から入手できないケースもある。この場合、裁判所はやむを得ず、

民事訴訟法第 222 条 2 項の「当事者が既に損害を被ったことを証明した

が、その金額を証明できない、又は明らかに重大な困難がある場合、裁判

所が全ての状況を斟酌し、その心証によりその金額を定めるべきである」

との規定に従って、裁判所の心証により損害賠償金額を斟酌する。例えば、

知的財産裁判所 107 年（2018 年）民專上字第 9 号事件63がその一例である。 
                                                   
要な経費は、権利侵害者が権利侵害品を販売するために直接投じた製造コスト及び必要な経費のみに

限定され、権利侵害者が事業の運営にかかったその他のコスト及び費用や、研究開発コストを全部入

れてはならない。さもなければ、権利侵害者の経営全体に利益がなく、甚だしくは債務があった場合

に、権利侵害行為に関して責任を負わなくてもよいという理不尽な状況になってしまう。」、「ドイ

ツ連邦最高裁判所は、2006 年 9 月 21 日のコネクタカバー事件（Steckverbindergehaeuse）の判決趣旨

に次のように示している。損害賠償を評価するとき、生産侵害対象を生産するための支出は、「直接

費」に分類することができる。生産コスト、材料コスト及び模倣品販売のための従業員コストのほ

か、模倣品を生産・販売するための固定資産に属する装置と場所のコストも含まれており、その使用

期限によって比率に応じて按分する。製造と関連しない部分、及び企業維持のための無関係な部分

は、この分類のコストに属さない。これらは、営業販売コスト、責任者の報酬、経営費用、及び具体

的に侵害に分類できない固定資産コストを含む。研究開発コストも、コストの範囲に入らない。よっ

て、ドイツ連邦最高裁判所の関連判決は、本規定の法理の参考とすることができる。……経済学上の

生産コストは、固定費と変動費に分けられ、総費用は固定費と変動費を足したものである。固定費

は、生産量の変動に応じて変動せず、その値は固定されており、例えば管理職の人員の給料、財産税

及び保険などの支出は、固定費に属する。変動費は生産量の変動に応じて増減し、例えば原材料とコ

ストである。よって、権利侵害による利益を算出するときは、当該余分な販売に必須な変動費を引け

ばよく、コスト項目に固定費を入れてはならない。」 
63知的財産裁判所 107 年（2018 年）民專上字第 9 号事件：「…上訴人は前記 2 号の『侵害者が侵害行

為により得た利益』により損害賠償を計算し、『被上訴人は一ヶ月に 5 点売り、1 点の価額は 18,000

元で、粗利益は 9,000 元で、被上訴人は少なくとも 2 年間販売していたため、上訴人に 108 万元を賠

償すべきであるが、100 万元だけ請求する』と主張している。提出されたのは、原証 3 の被上訴人の

出荷書類のみであるが、これにより損害を被ったことを証明できる。…被上訴人に対し、口頭弁論前

に係争商品の販売に関する注文書、納品書、帳簿を提出するように命じたところ、被上訴人は上訴人

が提出した原証 3 と同様の出荷書類しか提出していないにもかかわらず、依然として 1 点しか売って

いないと弁解した。しかし、被上訴人は、ウェブページで長期的に係争商品を宣伝し、ウェブ上のオ

ークションサイトにも係争商品の販売広告を載せており、かつ、実店舗で営業していた事実もあるな

どの事情に鑑みれば、2 年間で 1 点の係争商品しか売っていないなどあり得ないと考える。よって、

本件につき、当裁判所は、民事訴訟法第 222 条 2 項『当事者が既に損害を被ったことを証明したが、

その金額を証明できない、又は明らかに重大な困難がある場合、裁判所が全ての状況を斟酌し、その
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また、前記第七章の「第一節 意匠権の権利行使及び権利侵害責任の関

連規定」において説明したように、専利権者は裁判所に対し、同時に「権

利侵害行為に基づく損害賠償請求権」と「不当利得返還請求権」の 2 つの

法定請求権に基づいて、被った損害の填補又は不当利得の返還を請求する

ことができるが、意匠権を巡る事件では、「権利侵害行為に基づく損害賠

償請求権」を行使できないため、「不当利得返還請求権」を行使せざるを得

ない事例は稀である。参考のため、ここで、特許権侵害事件を例に挙げる。

例えば、前記最高裁判所 104 年 西暦 2015 年 台上字第 2133 号事件では、

税引前純利益に権利金の比率を掛けた金額を、返還すべき不当利得とした。

また、知的財産裁判所 105 年 西暦 2016 年 民專上字第 24 号64事件でも、

「合理的な権利金」により不当利得を算出する方法を採用した。 
 

(7) その他 
 

なお、「提訴者は意匠権者ではない」と被告が主張した場合、裁判所は、

提訴者が確かに当該意匠権を実施し、侵害排除及び/又は損害賠償請求の権

利を有するのかを調査しなければならない。 
 
 
4 決 

                                                   
心証によりその金額を定めるべきである」との規定により、損害賠償金額を定める。被上訴人は 2 年

の間、2 ヶ月でおおよそ３点の係争商品を売っており、その粗利益は 3 割である。上訴人が被上訴人

に請求する損害賠償額は 194,400 元（計算式：〔18000 元／点×0.3〕×〔3 点／月÷2 月〕×24＝194,400

元）の範囲内にあるので、その請求には理由がある…」 
64 知的財産裁判所 105 年（西暦 2016 年）民專上字第 24 号事件：「不当利得返還請求権と損害賠償

請求権の法律上の性質は同じではないが、両者の訴訟上の根拠とする事実が同一であれば、権利侵害

行為の法律関係に基づいて提訴したが、訴訟中に相手側が時効の抗弁をした後、原告は更に不当利得

請求権に基づいて主張することができる。したがって、不当利得と損害賠償請求権の何れかを選択し

て請求した、又は前後に請求した場合、その消滅時効はそれぞれ計算される。前記のとおり、本件で

は國碩社（Gigastorage）による係争専利の実施に故意又は過失はないため、Philips 社は損害賠償を請

求することができない。また、Philip 社は最初から択一ではなく、不当利得及び損害賠償請求権の両

方に基づいて本件訴訟を提訴した……不当利得の法則により不当利得の返還を請求することは、法律

上の理由なく利益を受けたため、他人に損害を被らせたことを要件とするので、返還を請求できる範

囲は、相手側が受けた利益を限度とし、請求人が被った損害の多寡に準拠するのではない。法律上の

理由なく他人の專利を実施する場合、ライセンス料に相当する利益を得られる可能性があることは、

社会の通念である。よって、國碩社に対する Philips の不当利得の請求は、係争專利に支払うライセン

ス料の計算方式をもってするのが相当である。…」 
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裁判官は、審理の過程において、初歩的な心証を開示し、当事者双方に一部

の争点に関する証拠の提出又は技術上・法律上の主張を強化するよう教示す

ることがあるが、証拠調査後、裁判所が認定した事実、各争点に関して心証を

得た理由などを法により判決書に記載する。また、判決書の主文には、原告が

請求した部分（即ち、訴えの申立て）のみについて判決の結論（例えば、原告

の訴えを棄却する、又は損害賠償額、被告に権利侵害行為を停止するように

命じるなど）が概略的に記載される。 
 
また、被疑侵害者が挙証し、係争意匠に取消しの原因の有無を審理するよ

う裁判所に請求した場合、裁判所は判決書の「理由」においてのみ、裁判所の

「意見」を示す。意匠が無効であると認定した場合、裁判所は前記知的財産案

件審理法第 条の規定により、「意匠権者は被疑侵害者に対し権利を主張す

ることができない」と結論づける。但し、意匠権に取消しの理由があるか否か

についての裁判所の「意見」は、当該事件においてのみ拘束力があり、「対世

効」（即ち、何人に対しても効力が発生するもの）を有するものではない。つ

まり、民事訴訟において意匠権者の意匠権が無効であると認められたとして

も、無効審判が請求されて知的財産局に「無効審判成立」と審決されない限

り、依然としてその意匠権をもって異なる事件の事実（例えば、異なる相手、

異なる被疑侵害品）について権利を主張することができる。

 
 

. 分 
 
1. 仮差押 

 
意匠権などの権利が侵害されていると判断し、権利者が被疑侵害者に対し

て金銭の損害賠償を請求しようとするとき、被疑侵害者の財産の状態が変化

する恐れがあるため、将来勝訴の判決を勝ち取って裁判所による強制執行の

手続きをしても、判決で命じられた賠償金が確実に支払われない可能性があ

ると考えられる場合は、民事訴訟法第 522 条 1 項65、第 523 条 1 項66、第 526
条 1 項から 3 項67などの関連規定により、提訴前又は提訴後で判決が確定され

                                                   
65 民事訴訟法第 522 条 1 項：「債権者が金銭の請求又は金銭に換金できる請求につき、強制執行を保

全したいとき、仮差押を申立てることができる。」 
66民事訴訟法第 523 条 1 項：「後日、強制執行ができない恐れ、又は執行が極めて困難である恐れが

なければ、仮差押をしてはならない。」 
67 民事訴訟法第 526 条 1 項、2 項及び 3 項：「請求及び仮差押の理由を釈明しなければならない。 

前項釈明は不十分であるが、債権者が担保供託する意思があることを表明し、又は裁判所が妥当であ
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る前に、被疑侵害者の財産を差し押さえるよう裁判所に申立てることができ

る。例えば、状況証拠を提出するとともに、被疑侵害者の財産は不当に減って

いる状況があり、仮差押えをしなければ、将来その財産を押さえて損害賠償

に充てることができない恐れがあることを裁判所に説明する。権利者の証拠

と説明では権利侵害者の財産が確かに不当に減っている状況にあることが認

められないものの、裁判所は、権利者に担保供託を命じたうえで、仮差押を認

めることができる。提訴前における権利者のこの申立てが認められた場合、

相手（即ち、被疑侵害者）は、権利者に一定期間内に提訴するように命じるよ

う、裁判所に申立てることができる。権利者が一定期間内に提訴しなかった

場合、相手は裁判所に、仮差押の裁定の取消を申立てることができる（民事訴

訟法第 529 条 1 項68参照）。 
 
その手続きは、損害賠償を請求する通常の民事訴訟の仮差押と特に変わり

がないので、本報告では詳細に説明しないが、具体的な手続きに関しては、日

本台湾交流協会が 2017 年 3 月に発行した「台湾模倣対策マニュアル（実務篇）

（2017 年 3 月、公益財団法人 交流協会）」を参考にすることができる。 
 

 
2. 仮処分 

 
専利権侵害訴訟における仮処分は、一般的には「暫定状態を定める仮処分」

を指す。訴訟手続きが長引くため、判決が確定される前に権利侵害者に被疑

侵害品の製造及び／又は出荷を停止させないと、この期間内に続けられる権

利侵害行為により専利権者の係争専利権に係わる商品のマーケットシェアが

侵食され、又はその他重大の損失を被ってしまい、勝訴判決を勝ち取っても

填補できない恐れがあることを権利者が心配する場合は、民事訴訟法第 538
条 1 項69の規定により、提訴前又は提訴後で、判決が確定される前に、裁判所

に対し「暫定状態を定める仮処分」をするよう申立てることができる。 
 
但し、専利権侵害訴訟事件において「暫定状態を定める仮処分」の申立てを

するとき、民事訴訟法第 538 条 1 項の規定のほか、更に知的財産案件審理法

                                                   
ると認めた場合、裁判所は相当する供託金を定めた上で仮差押を許可することができる。」 
68 民事訴訟法第 529 条 1 項、4 項：「本事件がまだ係属していない場合、仮差押を命じた裁判所は、

債務者の申立てに応じ、債権者に一定期間内に提訴するように命じる。」、「債権者が第一項の期間

内に提訴又は前項の規定を守らなかった場合、債務者は、仮差押を命じた裁判所に対し、仮差押の裁

定を取り消すよう申立てることができる。」 
69 民事訴訟法第 538 条 1 項：「争われている法律関係に関し、重大な損害、切迫する危険、又はその

他類似状況を防ぐために必要があるとき、暫定状態を定める処分を申立てることができる。」 

- 241 -



 

 

第 22 条の特別な規定を満たさなければならない。とりわけ知的財産案件審理

法第 22 条は、「暫定状態を定める処分の申立てをするとき、申立て人は、そ

の紛争の法律関係、重大な損害の発生を防止するため、差し迫った危険を回

避するため、又はその他類似の情況を有するために必要を有する事実につい

て、釈明しなければならない。 不 る場合

し 」と強調している。そのため、一般の民事訴訟に

おける「暫定状態を定める仮処分」の申立ては、仮差押の規定を準用すること

ができ（即ち、民事訴訟法第 538 条の 470により、同法第 533 条71、第 526 条

の規定を準用する）、つまり、「暫定状態を定める仮処分」の申立てに関する申

立人の請求理由と釈明が十分でなくても、担保供託する意思があることを表

明し、又は裁判所が妥当であると認めた場合、相当する供託金を定めた上で

許可することができる。知的財産事件に係わる「暫定状態を定める仮処分」の

申立てを審理するとき、実務上、裁判所は、権利者の将来の勝訴可能性、申立

ての可否が申立人又は相手に填補できない損害をもたらすか否か、双方の損

害程度の釣り合い、及び公衆利益に対する影響などを斟酌しなければならず

（例えば、知的財産裁判所 107 年（西暦 2018 年）民暫抗字第 7 号事件の裁定
72）、不充分な釈明だけで供託させて「暫定状態を定める仮処分」を認めては

ならない。つまり、専利権をめぐる紛争事件における「暫定状態を定める仮処

分」の審理は、「本案化」の傾向があり、権利侵害の民事事件（即ち「本事件」）

がまだ正式に提訴されていない状態で、「暫定状態を定める仮処分」の申立て

                                                   
70民事訴訟法第 538 条の 4：「別途規定がなければ、仮処分に関する規定は、暫定状態を定める処分

に準用する。」 
71民事訴訟法第 533 条「仮差押に関する規定は、仮処分に準用する。……」」 
72 智慧財産法院 107 年（西暦 2018 年）民暫抗字第 7 号事件の裁定：「争われている法律関係に関

し、重大な損害、切迫する危険、又はその他類似の状況を防ぐために必要があるとき、暫定状態を定

める処分を申立てることができる。暫定状態を定める処分を申立てるとき、申立人は争っている法律

関係につき、重大な損害、切迫する危険、又はその他類似状況を防ぐために必要がある事実に関し、

釈明しなければならない。その釈明が不十分である場合、裁判所は申立てを却下しなければならない

ことは、民事訴訟法第 538 条 1 項、知的財産案件審理法第 22 条 2 項に明文で規定されている。暫定

状態を定める処分の申立てを審理するとき、裁判所は、申立人の将来の勝訴可能性、申立の可否が申

立人又は相手に填補できない損害をもたらすのか否か、双方の損害程度の釣り合い、及び公衆利益に

対する影響などを斟酌しなければならないことは、知的財産案件審理規則第 37 条 3 項にも規定され

ている……「重大な損害を防ぐ」とは、通常、仮に申立人が本事件の判決まで我慢し続けた場合、そ

の受けた苦痛又は不利益が明らかに過酷であることをいう。重大であるか否かは、暫定状態を定める

処分により申立人が得た利益又は防げた損害が、当該処分により相手が被った不利益又は損害を超え

ているか否かにより決められる。暫定状態を定める処分により申立人が得た利益又は防げた損害が、

当該処分により相手が被った不利益又は損害よりも大きい場合に、初めて重大で保全の必要性がある

と言える（最高裁判所 101 年（西暦 2012 年）台抗字第 497 号事件の裁定参照）。」 
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の可否を審理するとき、裁判所は当事者双方が提出した、専利権侵権の有無

や、専利権の有効性の有無、市場における双方の商品の状況などの説明又は

証拠を確認し、権利者の勝訴可能性を判断するとともに、出荷・製造を中止さ

せた場合の当事者双方の権益及び公衆の権益への影響を考慮しなければなら

ない。そのため、専利権侵害訴訟の仮処分が認められる可能性は、一般の民事

訴訟での「暫定状態を定める仮処分」の申立てよりもかなり低い。

【知的財産案件審理法】

第 条 仮差押、仮処分又は暫定状態を定める処分の申立ては、起訴前は、

係属すべき裁判所に対して行い、起訴後は、既に係属している裁

判所に対して行う。

暫定状態を定める処分の申立てをするとき、申立て人は、その紛

争の法律関係、重大な損害の発生を防止するため或いは差し迫っ

た危険を回避するため或いはその他類似の情況を有するために必

要を有する事実について、釈明しなければならない。その釈明に

不足がある場合、裁判所は申立てを却下しなければならない。

申立ての理由が釈明されても、裁判所は依然として申立て人に担

保の提供を命ずることができ、かかる担保が供出された後に仮の

状態を定める処分を為す。

裁判所は仮の状態を定める処分を為す前に、双方に意見陳述の機

会を与えなければならない。但し、申立て人が、処分前に相手方

に陳述できない特殊な事情を有する旨主張し、並びに確実な証拠

を提出し、裁判所が適当と認めた場合には、この限りでない。

仮の状態を定める処分は、申立て人に処分書が送達された日から

日内に起訴されなかった場合、裁判所は申立てにより又は職権

でこれを取り消すことができる。

前項の取消し処分の裁定は公告しなければならず、公告時に発効

する。

仮の状態を定める裁定は、はじめから不当であったこと、債権者

の申立、或いは第 項の情況により、裁判所が取り消したとき、申

立て人は相手方が処分によって受けた損害を賠償しなければなら

ない。
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 権の拘 受 合 使用権

 
第二章の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の

「3．製品に関する先使用権の証明書類の確保」において説明したように、権利者の合

法的な権利のみでなく、社会の技術使用者及び公衆の利益も同時に考慮し、商業上と

技術開発上の秩序を維持する必要があるため、この排他権の権利範囲が及ばない実施

態様が専利法第 59 条において規定されている。また、意匠に関しても、専利法第 59
条の規定を準用する。 
 

 
第 59 条 特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 

1．商業目的ではない未公開の行為。 
2．研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。 
3．出願前、既に国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に

完了していたもの。但し、特許出願者がその発明を知ってから 6 ヶ

月未満で、ならびに特許出願者がその特許権を留保する旨の申し出

をした場合は、この限りでない。 
4．単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 
5．特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効審

判請求のために取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前

に善意で国内で実施していたもの、又はその必要な準備を既に完了

していたもの。 
6．特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が

販売された後、当該物を使用する又は再販売する行為。前記の製造、

販売行為は国内に限らない。  
7．特許権が第 70 条第 1 項第 3 号の規定により消滅後、特許権者が第

70 条第 2 項により特許権の効力を回復し、ならびに、その旨公告さ

れる前に、善意で実施していたもの、又は必要な準備を既に完了して

いたもの。  

前項第 3 号、第 5 号及び第 7 号の実施者は、その原事業目的範囲内にお

いてのみ継続して利用することができる。 

 

 

商 的 い未 開  

 

非商業目的でかつ非公開の実施行為であれば、専利権者には特に損害をもたらさ

ない。したがって、公益と私益の平衡を図るため、専利権の行使により影響される
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ことのないよう、専利法は第 59 条 1 項において、「商業目的ではない未公開の行

為」という実施態様は、専利権が及ばない実施形態であると規定されている。この

実施形態は、主に当局の研究所や学校など、非営利機関の実施に対する専利権の権

利行使の規制である73。しかし、企業であれば、通常、商品を開発して公に販売し、

利益を得ることを目指すので、企業の活動には基本的にこの 1 項の規定は適用され

ない。

二 又 実 目 とし 実 に  

新しい技術や創作の研究開発や実験は、通常、既存の技術や創作を基礎としなが

ら進めていく。したがって、技術や創作の研究開発や実験が、他人の専利権により

制限されて進められないということがないよう74、専利法は第 59 条 2 項において、

「研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為」という実施態様は、

専利権が及ばない実施形態であると規定されている。 

 

 

用  

 

企業の台湾における商業上の実施と最も関係するのは、第 1 項 3 号の実施形態、

つまり、他人の専利権の出願前の「先使用行為」である。第二章の「第二節 台湾

での事業展開前に実施しておくべき事項と事例の紹介」の「3．製品に関する先使用

権の証明書類の確保」において説明したように、意匠登録出願の必要性が低い、又

は意匠登録出願により早期に公開されてしまうことを望まない企業の意匠について

は、将来、必要な場面（例えば、他人が意匠登録出願して意匠権を取得した）にお

いて、自社に先使用行為による先使用権があることを主張する必要が生じてきた場

合に備え、先使用権の主張要件を満たすように、当該意匠又は関連商品に関する設

計図や、領収書、出荷証明書などの必要な証拠書類を慎重に確保しておかなければ

ならない。十分な証拠書類を確保しておけば、紛争になったとき、自社には先使用

権が存在するため、他人の意匠権侵害にならず、損害賠償の責任を負わなくていい

だけでなく、現事業の目的範囲内で継続的に実施できる。 

 

                                                   
73台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.189～191 
74台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.191～192 
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一方、企業が他人の製品について、自社の意匠権が侵害されたと判断し、警告又

は提訴を行うとき、逆にその他人から「係争製品については先使用権がある」と反

論されることも考えられる。その他人に確かに先使用権があることが認められた場

合、提訴までした労力と費用が無駄になってしまう。このため、他人に対して警

告・提訴する前にも、係争製品が自社の意匠権の出願日（又は優先日）前に、既に

販売・使用されていた事実の有無を確認しておく必要がある。また、先使用権の有

無が争点となっている裁判では、他人が提出した先使用権を証明するための証拠書

類が確かに係争製品と因果関係があるのか、係争製品は当該証拠書類と関連性があ

るのかを見極めて指摘することが重要である。 

 
専利権をめぐる紛争において、先使用権が主張され、かつ裁判所により審理され

た事件は約 30 件しかなく、そのうちの殆どは特許権及び実用新案権に関する事件で

あり、意匠に関する事件は僅か 3 件である。以下、当該 3 件の意匠権をめぐる事件

について紹介するとともに、先使用権を主張するために、係争製品と先使用権主張

の証拠書類との関連性について考察する。 
 
その他、先使用権が主張された特許権及び実用新案権紛争事件の紹介に関して

は、日本台湾交流協会が 2014 年 3 月に発行した「台湾における先使用権と公証制

度、中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント （2014 年 3 月、公益財

団法人 交流協会）」の「A. 台湾における先使用権と公証制度」を参考にすること

ができる。 

 

 

先 用権に関 る判  

 
事 1 高等 判 台南支 92 年(西 2003 年) 上字第 5 号民事判  

本件事案  
(1)本件原告（被控訴人）は、ソファーの製造･販売業者であり、意匠登録第 081099

号「ソファー」の意匠権を有する。原告は、「被告（控訴人）が原告の許諾を

得ずに、『紅不譲』シリーズのソファー（イ号物品）を製造したことは、係争

意匠を侵害している」と主張した。 
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意匠登録第 081099 号「ソファー」 
 
 
 
(2)なお、1 審では、被告は先使用権を主張しておらず、地方裁判所は原告の主張を

認め、「被告は係争意匠を侵害し、損害賠償の責任を負う」と認めた。 
 

告 人 内  
(1)被告が製造した「紅不譲」ソファーは原告の係争意匠と異なり、類似でもなく、

かつ、被告の係争ソファーは原告の係争意匠の出願日よりも前から販売してい

た。 
 
(2) 上記先使用の主張に関し、次のことを主張する。 

被告は 2000 年から「紅不譲」シリーズのソファーの製造を始めたが、ソファー

は基本的に相違が大きくなく、かつ、流行期間が短く変化が大きいため、被告

はそれらについて意匠登録出願をしなかった。原告は被告に約 8 ヶ月間雇用さ

れ、退職後、自らソファーの製造を始めたが、その意匠登録出願されたソファ

ーのデザインは、2000 年に被告の工場で製造されていたソファーとほぼ同じで

ある。被告の当該ソファーの全ての販売は、原告の意匠登録出願日よりも早い。 
 

告 人 内  
(1)被告が製造・販売している「紅不譲」シリーズのソファーの 2 つの外観上の特徴

は、原告の係争意匠の図面説明書に記載されている 2 点の意匠の説明と比較する

と、相違が認められないので、被告が製造・販売した「紅不譲」シリーズのソフ

ァーは、確かに係争意匠を侵害している。 
 
(2)たとえ被告が主張したように、2000 年から係争ソファーが製造・販売されていた

事実があったとしても、当時のデザインと現在のものとが同じであることも証明

できず、同名称の製品がバージョンアップされて再度販売されることはよくある

ので、その抗弁は採用できない。 
 

高等 証  
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被告が製造したソファーは、確かに原告の意匠権の意匠と類似するが、原告が提

訴前に証拠保全の申立てをしたことにより確保された被告の帳簿から、被告がソフ

ァーを製造した時点は、原告の係争意匠の出願日よりも早かったことが証明できる

ので、先使用権があると認められる。その理由は次のとおりである。 
 
(1)当裁判所が、雲林科技大学に鑑定を依頼した結果、被鑑定物（即ち、イ号物品の

係争ソファー）と係争意匠とは、顕著な相違は見られないと判断された。よって、

係争ソファーは、原告の係争意匠と類似している。 
 
(2)しかし、本件提訴前に原告が申し立てた、被告の複数のソファー製造工場に対す

る証拠保全が認められ、証拠保全により原告がコピーした帳簿の内容には、被告

は 2000 年 7 月、8 月、9 月にすでに「紅不譲」シリーズのソファーを複数の家具

業者に販売した記録があった。一方、原告の意匠登録出願日は 2000 年 9 月 22 日

であるので、出願前に、被告はすでに「紅不譲」のソファーの販売を始めていた

ことが明らかである。 
 
(3)2003 年 2 月 6 日に改正される前の旧専利法第 118 条第 1 項第 1 項前段（1997 年

5 月 7 日に公布された改正条文）又は第 2 号（2001 年 10 月 24 日に公布された改

正条文）前段の規定により、意匠権の効力は、出願前、すでに台湾内で使用され

ていたものには及ばない。 
 
(4)原告は、「被告は原告の係争意匠の出願後に、模倣して模倣品を作り始めた」と

主張したが、この主張は前記帳簿に記録された事実と合致しないので、採用しが

たい。また、原告は、「たとえ被告が 2000 年から係争ソファーを製造・販売し

ていた事実があったとしても、同名称の製品がバージョンアップされて現在のデ

ザインになった」と主張したが、この主張を裏付ける証拠が提出されなかったた

め、採用しがたい。 
 
(5)よって、係争意匠の出願前に、被告は既に国内で本件「紅不譲」シリーズの係争

ソファーの製造・販売を始めた事実があり、旧専利法第 118 条第 1 項第 1 項第 1
号前段の規定により、原告の係争意匠の効力が及ばないものに属し、また、同条

第 2 項の規定により、原告の意匠登録出願が主務官庁により登録査定された後、

その権利の存続期間において、被告は依然として原事業範囲内で当該「紅不譲」

シリーズのソファーの製造販売を継続することができる。 
 

 
原告が上告した結果、最高裁判所は、原審の判断に違法はないとし、原判決を支

持した。 
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考  
本判決では、被告の帳簿におけるイ号物品の販売記録の内容により、イ号物品の

販売事実が認められた。当該販売記録における記録が、イ号物品であることを十分

に関連づけられるような内容（例えば、型番、商品名、製造日、出荷日、出荷先な

ど）が明確に記載されている必要があると考えられる。 
 
 
 

2: 101 2012 年） 専訴 41 決 

 
(1)本件原告は、各種ワイヤレス端末製品（例：携帯電話、ノートパソコン、タブレ

ット PC 等）の周辺機器を開発・販売する会社であり、意匠登録第 D143152 号「保

護カバー」の意匠権を有する。原告は、被告の盛達紡織株式会社に保護カバーの

代理生産を委託し、被告はその関係企業である中国の長安冠迪皮革製品工場（以

下、「冠迪社」）に製造させた。 
 
(2)原告は、「被告は原告の許諾なく、冠迪社に原告の意匠権を侵害した保護カバー

（イ号物品）製造を依頼するとともに、中国から輸入し、訴外人のエイサーパソ

コン株式会社に供給したことは、係争意匠を侵害している」と主張した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ号物品 係争意匠登録第 D158843 号 
 

容 
原告と提携して「タブレット PC 保護カバー」を共同開発する前に、被告は 2010

年 7 月 20 日に冠迪社のスタッフと斜め支持可能な iPad 用保護カバーを既に完成し

ており、そのデザインは被告製品に極めて類似している。原告が 2010 年 12 月 13 日

に係争意匠を出願する前に、被告は既に同一の製品を製造し、同一の方法を使用し、

かつ製造又は使用に必要な準備を完成させていたので、被告は専利法第 59 条第 1
項第 3 号に規定の先使用権があり、原告の意匠権を侵害しない。 
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改正前の専利法第 57 条 1 項 3 号には、「出願前にすでに国内で使用されている」こ

とが先使用権の要件として規定されており、当該斜め支持可能な iPad 用保護カバー

は中国において冠迪社により製造されたので、係争意匠の出願前には国内で必要な

準備を完成していたものではなく、先使用権の要件を満たしていない。 
 

 
(1)被告が製造した斜め支持可能な iPad 用保護カバーは、確かに原告の意匠権の意

匠と類似する。 
(2)また、被告は「2010 年 7 月 20 日に、冠迪社皮革工場と斜め支持可能な iPad 用保

護カバーを完成し、そのデザインはイ号物品と極めて類似している」と主張した。

しかし、冠迪社は中国にあり、改正前の専利法第 57 条 1 項 3 号では、「出願前

にすでに国内で使用されている」ことが先使用権の要件として規定されているの

で、被告が「中国において冠迪社と同一の製品を製造した」と主張した以上、前

記専利法の規定を満たしていないため、先使用権は認められない。 

 
知的 判 判  

本事件は、2 審で当事者同士が和解した。 
 
考  
本判決では、先使用の事実が台湾ではなく、中国にあったため、改正前の専利法

第 57 条 1 項 3 号では「出願前にすでに国内で使用されている」との規定を満たし

ていないと認められた。外国の企業にとっては、先使用権を主張する前に、当該先

使用の事実が台湾の域内にあったものか否かを検討しておくことが重要であると

考えられる。第二章の「第二節 台湾での事業展開前に実施しておくべき事項と事

例の紹介」の「3．製品に関する先使用権の証明書類の確保」において説明したよう

に、たとえば、日本の企業の日本での先使用行為は、日本でしか先使用権が生じず、

台湾で先使用権を主張することができない。 
 
 
 

3: 106 2017 字 1  

 
(1)本件原告(被控訴人）は、エンジン冷却用ウォータータンクを開発・販売する会社

であり、意匠登録第 D158843 号「エンジン冷却用ウォータータンク」の意匠権者

であり、被告(控訴人）が原告の許諾を得ずに、係争意匠を侵害したエンジン冷却

用ウォータータンクを販売し、係争意匠を侵害したと主張した。 
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イ号物品 係争意匠登録第 D158843 号 
 
(2)なお、1 審では、被告は先使用権を主張しておらず、知的財産裁判所は原告の主

張を認め、被告は係争意匠を侵害し損害賠償の責任を負うと認めた。 
 

告 人 内  
(1)1994 年から、第三者に冷却装置の代理生産を委託し、2004 年から台湾外の会社

に代理生産を委託して輸入・販売していたので、係争意匠の出願日よりも前に「エ

ンジン冷却用ウォータータンク」の代理生産を第三者に委託し、販売していた。 
 
(2)特許事務所に依頼して作成した鑑定報告書を提出する。それによると、係争意匠

と被告の製品の外観は異なり、類似ではなく、係争意匠を侵害していない。 
 
(3)インターネットアーカイブに保存されている海外メーカー製の冷却装置の 2002

年 4 月 7 日の販売ウェブページデータにより、係争意匠は当該ウェブページデー

タの冷却装置により開示されており、新規性と創作性を有しない。 
 
(4)先使用権に関し、次の点を主張する。 

・被告は約 30 年前から係争製品を製造しており、十数年前から海外の会社に製

造を委託して輸入・販売している。このことは、提出された通関申告書、出荷

リスト、販売確認書及びその添付された設計図により証明できる。 
・被告が提出した領収書により、2008 年から A 社に販売し始めたことが証明で

きる。 
・証人の林氏と洪氏の証言により、林氏と洪氏はそれぞれ 2009 年、2011 年に被

告から製品を購入して船に取り付けたことが分かり、また、実地検証により、

当該製品に型番と製造年月日は表示されていないが、かなりの時間が経って

いることが分かり、係争意匠の出願日前に購入されたことが分かる。 
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告 人 内容 
(1)証拠から、受託製造業者が被告に出荷したことがあることは分かるが、当該設計

図には 2 つの側面図しかなく、その他の角度からの外観は知り得ないため、証拠

能力を有さない。 
 
(2)実地検証で検証された係争製品からでは、型番、製造日が分からず、取付けられ

た時間もさほど長くないことが分かる。 
 
(3)証人の記憶は明確ではなく、関連購入書類も提出できないので、購入したものが

係争製品であることを証明できない。 
 

高等 証  
被告が製造したエンジンの冷却装置は、確かに原告の意匠権の意匠と類似する。

また、被告が提出した証拠書類では、被告がエンジンの冷却装置を製造・販売した

時点が原告の意匠登録出願日よりも早いことを証明できないので、先使用権は認め

られない。その理由は次のとおりである。 
 
(1)領収書には、日付と製品名である「冷却器」のみが記載され、型番などの事項が

記載されていないため、係争製品と関連づけることができない。 
 
(2)被告と証人は、係争製品の取引に関する資料を提出できなかった。証拠の写真か

ら、冷却器全体の外観は見られない。 
 
(3)実地検証で検証した実物にも、型番、製造日などが表記されていないため、製造

日を確定できない。また、実物の外殻は、青色のペンキで塗装されているため、

取付時期を推定できない。 
 
(4)海外の会社に製造を委託して輸入したときの通関申告書や、関連出荷リスト、販

売確認書には、「130 ウォータータンク」、「160 ウォータータンク」という製

品名のみが記載されており、型番が記載されていないため、提出された設計図と

関連づけることができない。また、当該設計図には、2 つの側面図しか開示され

ていないため、それが係争製品であることを確定できない。 
 

 
（本報告の作成時点では、まだ最高裁判所の判断は不明であった。） 
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考  
本判決では、被告の提出した領収書の内容は、係争製品と関連づけられないと認

められた。よって、関連領収書には、イ号物品と十分に関連づけられるような内容

（例えば、型番、商品名、製造日、出荷日、出荷先など）が明確に記載されている

ことが重要であると考える。また、一般的に、領収書の記録情報は多くないので、

その他の関連証拠書類（例えば、設計図や、写真サンプル、製品カタログ、広告な

ど）も提出することが好ましい。しかし、本件では、通関申告書や、関連出荷リス

ト、販売確認書、設計図なども同時に提出されたものの、何れもイ号物品と十分に

関連づけられるような内容がないと認めらた。よって、先使用権を証明する関連書

類は、記録内容と自社商品を十分に関連づけられるようにする上で、慎重に保管す

る必要があると考える。 
 
 
 

に るに 交 又  

 

パリ条約第 5 条の 3 の規定に準拠し、国際交通の便宜を考慮して、単に国境を通

過するにすぎない交通手段又はその装置には、意匠権の効力は及ばない75。 

 
 

五 前に 意 又 の

に してい  

 

意匠権が意匠出願権を共有する共有者全員により出願されて登録されたものでは

ない、又は意匠権者が意匠登録を受ける権利を有する者ではない場合、利害関係者は

専利法第 141 条第 1 項 3 号の規定により無効審判を請求することができる。当該無効

審判で取り消しが確定してから 2 ヶ月以内に、意匠登録を受ける権利を有する者又は

共有者は、同一の意匠につき意匠登録出願をすることができる。この場合、他人が元

の意匠権者より実施許諾を受けた場合、その善意の信頼を保護するため、その実施は

意匠権の効力が及ばないものとされる。また、同法第 59 条 2 項の規定により、その

実施は原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。 

 

 

                                                   
75台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.195 
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者 した又は 権者 造 た 匠物品 た

当 用 又 売  
 

意匠権者が製造した又は意匠権者の同意を得て製造した真正の意匠物品が販売さ

れた後、その意匠権の権利は既に消尽したため、当該真正の意匠物品について更に意

匠権により権利を主張することができない。台湾では、「国際消尽原則」が採用されて

いるので、上記製造、販売行為は台湾内に限らないことが、同条 1 項 6 号にも規定さ

れている76。つまり、意匠権者は、当該意匠権者が台湾外で販売した真正の意匠物品

を第三者が台湾に輸入した行為について、権利を主張することができない。 
 
 

許権 70 条 1 項第 3 消 許権者 第 70 条 2

に 特 権 効 回 に そ 旨公告 れる前に 実

ていたも 又 に 了 たも 。 

 

2 年目以降の年金を納付期間内に納付しなかった場合は、当該期間経過後の 6 ヶ月

以内に年金を追納しなければ意匠権は消滅するが、意匠権者が故意でない場合、専利

法第 70 条第 2 項の規定により、上記 6 ヶ月の追納期限経過後 1 年以内に、意匠権の

回復を請求するとともに、3 倍の年金を追納すれば、意匠権を回復させることが可能

である。 

 

この場合、善意の第三者が元の意匠権者から実施許諾を受けた場合、その信頼を保

護するため、その実施許諾は意匠権の効力が及ばないものとされる。また、同法第 59

条 2 項の規定により、その原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することがで

きる。 

 

第三者が、当該意匠権が消滅してから意匠権回復の公告までの間に、善意で実施し

又は必要な準備を完成した場合は、善意の第三者の信頼を保護するため、その実施は

意匠権の効力が及ばないものとされる。また、同法第 59 条 2 項の規定により、その

実施は原事業目的範囲内においてのみ継続して利用することができる。 

 

 

 

                                                   
76台湾知的財産局、專利法逐条釈義 2014 年 9 月版、2014 年 9 月、p.196～197 
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【専利法】 
第 70 条 次の各号のいずれかに該当する場合、専利権は当然に消滅す

る。 
1. 専利権の存続期間が満了したとき、期間満了後から消滅

する。 
2. 専利権者が死亡し、当該専利権の相続人がいないとき。 

3. 2 年目以降の年金が、追納期間が満了するまでに納付され

なかった場合、当該専利権は、本来の納付期間満了後から

消滅する。専利権者が自ら特許権を放棄する場合、その書

面に示された日から消滅する。 

4. 専利権者が書面をもって専利権を放棄した日から消滅す

る。 

専利権者が故意にではなく、第 94 条第 1 項に定める期限まで

に追納しなかった場合、期限満了後 1 年以内に、専利権の回復

を請求することができ、ならびに、3 倍の年金を追納した後、

特許主務官庁が前記の特許権の回復を公告する。 

 

 
【専利法】 

第 94 条 特許の 2 年目以降の特許料を納付期間内に納付しなかった場

合は、当該期間経過後の 6 ヶ月以内であれば追納することが

できる。ただし、納付の際には、納付すべき特許料に、遅延し

た期間に応じた割増特許料を加えた金額を納付しなければな

らない。 

前項の遅延時間に比例して割増特許料を加算して納付すると

は、特許料を納付すべき期限を過ぎた場合、月ごとに割増特許

料を加算して納付することを指し、1 ヶ月遅れるごとに、もと

もとの納付すべき特許料の 20 パーセントの割増特許料が加算

され、最高で規定特許料と同額の割増特許料が加算される。そ

の納付期限を遅れた期間が 1 日以上 1 ヶ月以内である場合に

は、1 ヶ月として論じる。 
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保 置の効果

 

専利法第 96 条 1 項には「特許権者はその特許権を侵害するものについて、その除

去を請求することができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することがで

きる」ことが規定されいる。また、意匠に関しては、専利法第 142 条により第 96 条

の規定を準用するので、台湾で所有する専利権（特許権・実用新案権・意匠権を含む）

が侵害された場合、被疑侵害者に対し、民事訴訟を提起し、被疑侵害者の責任を追及

することができる。また、模倣品に対する排除手段としては、民事訴訟による救済の

ほか、行政救済制度もある。知的財産権の権利者は、行政救済制度を民事訴訟と併せ

て活用すれば、一層権利を守ることができる。なお、台湾では 2003 年 3 月 31 日から、

専利権（特許権・実用新案権・意匠権を含む）の権利侵害の刑事責任が廃止された。 

 

上記行政救済手段としては、税関による水際保護措置と公平取引委員会への告発が

ある。本節では、税関による水際保護措置について説明する。税関による水際保護措

置とは、税関に対し、知的財産権侵害物品を摘発することができる。専利権、商標権

及び著作権を侵害する物品は、台湾の関税法第 15 条により輸入することが禁じられ

ているので、知的財産権の保護策の一環として、台湾の税関では、専利権、商標権及

び著作権を侵害する疑いのある物品(以下「被疑侵害物品」)に対し、輸入差止め措置

が取られている。被疑侵害物品の輸入差止め措置は、侵害された権利の種類により手

続きが異なる。 

 
【関税法】 
第 15 条 下記物品は輸入してはならない。 

1. 偽造又は変造された通貨、有価証券、又は通貨偽造のためのモ

ルド 
2. 専利権、商標権及び著作権を侵害する物品 
3. 法律により輸入が禁止された物品 

 

従来より、税関では、商標権又は著作権への侵害の有無について、通常の業務を遂

行する際に常に侵害物品があるか否かを確認している77。商標権又は著作権を侵害す

る疑いのある物品を発見した場合、直ちに商標権者/著作権者又はその代理人に知ら

                                                   
77 公益財団法人 日本台湾交流協会、「台湾模倣対策マニュアル（台湾における商標保護の戦略）、

2018 年 3 月、p.170〜184。 
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せる。また、輸出者又は輸入者が真正品であることを示す証明書類又はライセンスを

提示しない場合、検察署などの所管機関に移送することができる。しかし、通関貨物

の数が多く、また、被疑侵害物品に該当するか否かを判断することは容易ではないた

め、税関の職員が通常の業務手続きにより被疑侵害品を見つけることは容易ではない。

商標権、著作権の被疑侵害物品の輸入の差止めの効果を強化するため、台湾の税関に

は「商標権侵害物品及び著作権侵害物品の輸入の摘発又は情報提供の申請」制度(以下、

「税関の登録制度」)が設けられている。商標権又は著作権の権利者はこの制度により、

所有する権利とともに、把握している侵害可能性のある被疑物品の関連情報を税関に

提供し、かつ税関で所定の登録手続きを行えば、税関は提供された情報及び登録資料

に基づいて当該商標権又は著作権を侵害する被疑侵害物品がないかの確認を日常の

業務とともに遂行することが容易となる。税関が被疑侵害物品を発見した場合、直ち

に権利者に真正品であるか否かを鑑定するよう連絡する。被疑侵害品の所有者が物品

が真正品であることを示す証明書類を提出しない場合、税関は事件を司法警察や検察

機関へ移送する。輸出人がその物品が真正であることを証明する証明書類を提出した

場合、権利者は裁判所へ提訴し、民事訴訟により紛争を解決することができる。 

 

一方、専利権（特許権、実用新案権、意匠権を含む）に関しても、その保護策の一

環としての水際での取締り措置を強化するため、国際の立法事例、商標法及び著作権

法などを参考にし、専利法に「差止め請求」に関する第 97 条の 1 から 97 条の 4 の条

文を新設し、2014 年 3 月 24 日から施行された。この水際保護措置により、権利者は

保証金又はそれに相当する担保を供託し、税関に対し、侵害するおそれがある輸入品

を事前に差止めるよう申し立てることができる。一方、税関がその輸入品を差し止め

た場合、被差止め人は、前記保証金の倍額の保証金又はそれに相当する担保を供託し、

差止めの取消しを税関に請求することができる。なお、商標又は著作権の場合と異な

り、専利権に基づく水際での取締り措置は、輸入品のみについて税関の取締り措置が

行われる。 

 

税 の登 る  
登録できる対象 台湾登録専利権（特許権、実用新案権、意匠を含む） 

台湾登録商標権 
台湾の著作権法で保護を受ける著作物 

登録の実益 通関貨物のチェックの強化が図れる。これによって、模倣

品の早期発見、差止めが可能。 
登録機関 財政部関務署 

住所：台湾台北市大同區塔城街 13 号 
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電話：886-2-2550-5500 
http://eweb.customs.gov.tw/mp.asp?mp=21 

 
特許と実用新案の場合、権利の内容は物品の構成や材質、又は物品が形成される方

法に関する技術の内容に関わる。特許又は実用新案の権利範囲の技術の内容が外観か

ら観察して容易に判断できるものでなければ、通関貨物が当該構成や材質を有するか

否か、当該方法により形成されたものであるか否かは、権利者が説明や対比説明書を

提供しても依然としてかなり難しい。そのため、商標のように、税関の通常業務の遂

行で税関が能動的に特許と実用新案の権利を侵害する可能性のある被疑侵害品を発

見することは極めて困難又は不可能である。 
 
それに対し、意匠は物品の外観の形状、模様及び色彩などのデザインに係わるもの

であるため、権利範囲の内容は外観から観察して判断するものであり、特許・実用新

案の技術的内容よりも容易であり、これは立体商標への侵害の有無と類似する作業で

ある。ただし、現在の専利法第 97 条の 1 から第 97 条の 4 の規定及び税関が制定した

「税関が専利権侵害品の差止を実施する方法」により、専利権者は、その専利権を侵

害するおそれのある輸入品に関する具体的な資料を税関に提出して申請しなければ、

税関は輸入される専利権侵害品の差止を遂行することができない。 

 
【専利法】 

第 97 条の 1 特許権者は、輸入する物品がその特許権を侵害するおそれが

あるものに対し、税関に事前に差止めるよう申し立てること

ができる。 

 前項の申立ては書類で行わなければならない。また、侵害の事

実を説明するとともに、税関が査定する該輸入物品の課税価

格に相当する保証金又はそれに相当する担保を供託しなけれ

ばならない。 

 税関は、差止めの申立てを受理した場合、ただちに申立人に通

知しなければならない。前項の規定に合致し差止めの実施を

認める場合、申立人及び被差押人に書類で通知しなければな

らない。 

 被差押人は、第 2 項の保証金の倍額の保証金又はそれに相当

する担保を供託して、差止めの取消しを税関に請求し、かつ輸

入品に関する通関規定により処理することができる。 

 税関は、差止め物品の機密資料の保護したうえで、申立人又は

被差押人の申立てにより、その差止め物品の検査に同意する
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ことができる。 

 申立人が差止め物品は特許権侵害に係る物品であるとする裁

判所の確定判決を受けた場合、被差押人が差止め物品のコン

テナ延滞料、倉庫費用、積卸費用などの関連費用を負担しなけ

ればならない。 

第 97 条の 2 次のいずれかに該当する場合、税関は差止めを取り消さなけ

ればならない。 
1. 税関が差止め受理を通知した翌日から 12 日以内に、申立

人が第 96 条の規定により差止め物品を侵害物として訴訟

を提起せず、又は税関に通知しなかった場合。 
2. 申立人が差止め物品を侵害物として提起した訴訟につき

、裁判所の判決により却下又は棄却が確定した場合。 
3. 差止め物品が特許権を侵害する物品に属さないとする裁

判所の確定判決を受けた場合。 
4. 申立人が差止めの取消を申し立てた場合。 

5. 前条第 4 項の規定に該当する場合。 

 前項第 1 号に規定する期限は、税関が必要に応じて 12 日間延

長することができる。 

 税関が第 1 項の規定に基づき差止めを取り消す場合、輸入品

に関する通関規定により処理しなければならない。 

 差止めを第 1 項第 1 号から第 4 号までの事由により取り消す

場合、申立人は差止め物品のコンテナ延滞料、倉庫費用、積卸

費用などの関連費用を負担しなければならない。 

第 97 条の 3 差止め物品が特許権を侵害する物品に属さないとする裁判所

の確定判決を受けた場合、申立人は、被差押人が差止めにより

又は第 97 条の 1 の第 4 項に規定する保証金の供託により受け

た損害を賠償しなければならない。 

 申立人は第 97 条の 1 の第 4 項に規定する保証金につき、ま

た、被差押人は第 97 条の 1 の第 2 項に規定する保証金につ

き、質権者と同一の権利を有する。ただし、前条第 4 項及び第

97 条の 1 の第 6 項に規定するコンテナ延滞料、倉庫費用、積

卸費用などの関連費用は、申立人又は被差押人の損害に優先

して弁済する。 

 次の各号のいずれかに該当する場合は、税関は申立人の申立

てにより、第 97 条の 1 の第 2 項に規定する保証金を返還しな
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ければならない。 
1. 申立人が勝訴の確定判決を受け又は差止めを受ける者と

の和解が成立し、保証金の供託を継続する必要が既にな

い場合。 
2. 前条第 1 項第 1 号から第 4 号までに規定する事由により

差止めを取り消した結果、差止めを受ける者が損害を受

けた後、又は、差止めを受ける者が勝訴の確定判決を受け

た後、申立人が 20 日以上の期間を定めて被差押人に権利

を行使するよう催告したものの、被差押人が権利行使を

しなかったことを申立人が証明する場合。 

3. 被差押人が返還に同意する場合。 

 次の各号のいずれかに該当する場合、税関は被差押人の申立

てにより、第 97 条の 1 の第 4 項に規定する保証金を返還しな

ければならない。 
1. 前条第 1 項第 1 号から第 4 号までに規定する事由により

差止めを取り消し又は被差押人と申立人との和解が成立

し、保証金の供託を継続する必要が既にない場合。 
2. 申立人が勝訴の確定判決を受けた後、被差押人が 20 日以

上の期間を定めて申立人に権利を行使するよう催告した

ものの、申立人が権利行使をしなかったことを被差押人

が証明する場合。 

3. 申立人が返還に同意する場合。 

第 97 条の 4 前 3 条に規定する差止めの申立ておよび取消、差止め物品の

検査、保証金又は担保の納付、供託、返還の手続き、必要書類

及びその他執行すべき事項の方法は、主務官庁が財政部と共

同でこれを定める。 

 

上記専利法第 97 条の 1 から 97 条の 4 の新設条文に応じ、台湾の税関は、差止めの

申立て、差止めの取消し、被疑侵害品の検査、保証金又は供託金の納付及び返還など

の手続き、提出すべき書類などを規定する「税関が専利権侵害品の差止を実施する方

法」を制定し、2014 年 3 月 24 日付で台湾行政院（台湾の最高行政機関）の公報にお

いて公布した。 
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【税関が専利権侵害品の差止を実施する方法】 

第 1 条  本方法は、専利法(以下「本法」)第 97 条の 4 の規定に従って定め

る。 

第 2 条  専利権者は、輸入される物品がその専利権を侵害するおそれがある

と考える場合、物品が輸入される場所の税関に対し、下記の資料を

添付した上で、書類をもって輸入差し止めを申し立てることができ

る。 

1. 専利権証明書類。専利権が実用新案権である場合は、実用新案技

術報告書を添付する。 
2. 申立人の身分証明、法人証明又はその他の資格証明書類の写し。 
3. 侵害対比報告及び被疑侵害品の確認に足る説明、被疑侵害品のサ

ンプル又は写真、カタログ、図面などの資料及びその電子データ。 
4. 税関が差止めの対象物を識別するに足る説明、例えば、輸入者、

統一番号（即ち、会社の認識番号）、申告番号、貨物名称、型番、

仕様、予想される輸入日、積込港又は輸送手段等。 
5. 代理人が申し立てる場合は、委任状を添付する。 

 
専用実施権者は許諾された範囲内で、前項の差し止めを申し立てる

ことができる。 

第 1 項の申請資料について補正が必要なものについて、税関は直ち

に補正するよう申立人に通知しなければならず、補正が完了するま

で、通関の手続きには影響しない。 

第 3 条  差止申立てが前条の規定を満たしている場合、税関は、税関が見積

もった輸入品の税込み価額に相当する保証金又はそれに相当する

下記の担保を供託するよう、直ちに申立人に通知しなければならな

い。 

1. 政府が発行した公債。 
2. 銀行のよる定期預金の証書。 
3. 信用組合による定期預金の証書。 
4. 投資信託会社による一年以上の預託証書。 
5. 金融機関による保証。 
前項第 1 号から 4 号の担保について、税関に質権を設定しなければ

ならない。 

申立人が第 1 項の保証金又は相当する担保を供託するまで、税関は
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輸入品通関規定に従って被疑侵害品を処理する。 

第 4 条  税関は、輸入を差し止める前に、申立人の協力を求めることができ

る。申立人が正当な理由なく協力しなかったため、税関が執行でき

なかった場合、税関は輸入品通関規定に従って被疑侵害品を処理す

る。 

第 5 条 差止申立ての審査を行った結果、前記 3 条の規定を満たしている場

合、税関は直ちに輸入を差し止めるとともに、書類をもって申立人

及び被差止人に通知する。 

第 6 条 申立人又は被差止人が本法第 97 条の 1 第 5 項の規定により差し止

められた物品の検査を申請する者は、書類をもって積込港の税関に

対して行う。 

前項の検査は税関が指定した時間、場所及び方法に従って行う。 

税関が前項の指定をする時、差し止められた物品の機密情報の保護

が損なわれないように注意すべきである。 

第 7 条  税関が第 5 条の規定により差止めを書類にて通知した日の翌日から

12 日以内に、申立人は本法第 96 条の規定に従い、差し止められた

被疑侵害品を提訴するとともに、税関に通知しなければならない。

差止めが行われる前に既に提訴した場合も、税関に通知しなければ

ならない。 

税関は本法第 97 条の 2 第 2 項の規定により、前項期限を定め、必

要な場合、12 日間延長することができる。 

第 8 条  被差止人が本法第 97 条の 1 第 4 項により差止めの取消しを請求す

る場合、書類をもって貨物積込港の税関に対して申請するととも

に、第 3 条 1 項の見積もった価額の 2 倍の保証金又はそれに相当す

る担保を供託しなければならない。 

前項の担保は、第 3 条 1 項及び 2 項の規定に従って行う。 

第 9 条 次のいずれかの場合、申立人又は被差止人は書類をもって関連証明

書類を添付した上で、貨物積込港の税関に対し、差止めの取消しを

申し立てなければならない： 

1. 本法第 97 条の 2 第 1 項 2 号の、申立人が差し止めた物を侵害品

として提訴した訴訟が裁判所の判決により却下又は棄却が確定

した場合 
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2. 本法第 97 条の 2 第 1 項 3 号の、差し止められた物品が専利権を

侵害する物品に属さないとする裁判所の確定判決を受けた場合。 

第 10 条 本法第 97 条の 2 第 1 項の規定により差し止めを取消す場合、税関

は輸入品通関規定により行わなければならない。 

前項で本法第 97 条の 2 第 1 項 5 号により差止めを取り消す場合、

税関は代表的なサンプルを保留することができる。 

第 11 条 申請人又は被差止人が本法第 97 条の 3 第 3 項又は第 4 項規定によ

り、税関に保証金又は担保の返還を申請する場合、その事由を明記

し、次の書類を有する場合は、添付しなければならない： 

1. 裁判所の判決書及び判決確定証明書又は裁判所の確定判決と同

一の効力を有する証明書類の写し。 
2. 和解を達成した和解書の写し。 
3. 20 日以上の期間を定めて相手側に権利行使するよう通知したが、

権利行使しなかったことを証明する書類の写し。 
4. 相手側が返還に同意した証明書類の写し。 

第 12 条  本方法は 2014 年 3 月 24 日より施行された。 

 

上記専利法第 97 条の 1 から 97 条の 4 の規定、及び「税関が専利権侵害品の差止を

実施する方法」をまとめ、専利権の権利者が税関に被疑侵害物品の輸入差し止めを申

し立て、税関が被疑侵害物品の輸入を差止めて当事者に通知し、事件を司法機関に移

送するまでの手続きの流れを以下のフローチャートに示す。 
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上記フローチャートに示すように、意匠権者が、意匠権を侵害する可能性の

ある被疑侵害品の説明、サンプル、図面又は写真、侵害対比報告、及び被疑侵

害品の輸入情報等を予め税関に提供し、差し止めを申し立てておけば、当該意

匠権に対する税関による侵害品検査が強化され、被疑侵害品が輸入された時点

で税関で止め、侵害事件を早期に解決することが可能となる。 

 

また、税関が物品を差止め、当事者双方に通知した後、当事者は専利法第 97

条の 1 の規定に従って差止物品の検査を申請することができる。この場合は、

書類をもって輸入された港の税関に対し申請しなければならない。また、当事

者の秘密を保持し、差止物品に係わる秘密資料が漏れないように、税関が指定

した期日、場所及び方法に従って行わなければならない。 

 

税関の登録には、所定の「専利権被疑侵害品の差止申立書」（中国語名：「申

請海關查扣疑似侵害専利権物申請書」、添付資料五参照)を使用して、台湾で権

利化された特許権・実用新案権・意匠権を登録する。下表にて、税関登録に必

要な書類・情報について説明する。輸入品を検査する際に、税関は下記記入情

報②と添付書類③の情報により、被疑侵害品であるか否かを判断している。 

 
 記入情報 説明 
①  被疑侵害者の名称、統一番

号 
 

②  侵害が疑われる商品の申告

番号、名称、型番、仕様、

数量、積込港、輸送手段 

 

③  供託する金額と方法 下記のいずれかを選択 

1. 政府が発行した公債。 

2. 銀行のよる定期預金の証書。 

3. 信用組合による定期預金の証

書。 

4. 投資信託会社による一年以上

の預託証書。 

5. 金融機関による保証。 
④  申立人の名称、住所、電

話、統一番号 
個人の場合は身分証明、法人

の場合は法人証明 
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 添付書類 説明 
①  台湾専利権登録証書のコピー 専利権登録証書のコピー。 

実用新案権である場合は、実

用新案技術評価書を添付する

必要がある。 
②  申立人の証明書の写し 個人の場合は身分証明書、法

人の場合は法人証明書 
③  侵害対比報告、被疑侵害品の説

明、サンプル、図面又は写真等 
被疑侵害品を識別できる要点

を明確かつ具体的に説明・教

示する必要がある 
④  委任状 代理人が手続きを代行する場

合のみ提出する必要がある。 

 

ただし、台湾の知的財産局がまとめた資料によれば、2018 年 9 月までの時

点では、専利権（特許権・実用新案権・意匠権を含む）者が税関に対し専利権

被疑侵害品の差し止めを申し立てたケースはまだないようである。 

 

参考までに、商標の場合は、過去数年間に、輸入品が商標権侵害の疑いで税

関により摘発された件数は年間 100 件から 200 件あり、摘発された商標権被疑

侵害輸入品は年間数万点から十数万点ある。一方、輸出品が商標権侵害の疑い

で税関により摘発された件数は年間 10 件以下で、過去数年間に摘発された商

標権被疑侵害輸出品は年間数千点から約 2 万点である78。また、侵害可能性の

ある被疑侵害品の輸入、輸出に関する情報が、事前に商標権者により税関に 

提供された件数は、年間で約 150 件から 350 件ある。 
 
前記専利法第 97 条の 1 から 97 条の 4 の規定により、専利権者は、裁判所を

通さず、より簡易な手段により被疑侵害品を税関で止めた後、規定の期間内に

裁判所に提訴することが可能となった。それ以前は、上記規定がなかったため、

侵害可能性を示す証拠、被疑侵害品の輸出入積み込み港、型番等の情報をもっ

て、輸出入を差し止める「暫定状態を定める仮処分」を裁判所に申立てること

しかできないうえ、これが認められることも容易ではなかった。専利権侵害事

                                                   
78 台湾知的財産局、知的財産権の保護を徹底する計画各期(年度)追跡表（中国語：「貫徹保

護智慧財産権行動方案各季(年度)列管追蹤表」）、

https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7682&CtUnit=3763&BaseDSD=7&mp=1&nowPage=1&pag

esize=10 
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件における「暫定状態を定める仮処分」の運用に関しては、本章「第二節 意
匠権の権利行使」の「六. 仮差押、仮処分」の「2. 仮処分」における詳細な説

明を合わせてご参照いただきたい。前記のように、専利権侵害訴訟において「暫

定状態を定める仮処分」の申立ては、民事訴訟法第 538 条 1 項の規定のみでは

なく、知的財産案件審理法第 22 条の規定も満たさなければならない。実務に

おいては、裁判所は、権利者の将来の勝訴可能性、申立ての可否が申立人又は

相手に填補できない損害をもたらすか否か、双方の損害程度の釣り合い、及び

公衆利益に対する影響等を斟酌しなければならず、充分な釈明がないまま、申

立人に供託させて「暫定状態を定める仮処分」を認めてはならないようにして

いる。権利侵害の民事事件（即ち「本事件」）がまだ提訴されていない状態に

おいて、「暫定状態を定める仮処分」の当否を審理する際には、実務上、裁判

所は依然として証拠により権利者の将来の勝訴可能性等を斟酌するようにし

ているため、時間がかかる上に、許可の困難度も高い。
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未登 意匠は の うに保 きるか 商 権法 著作権法 公

平取引法 営業秘密法）

 

 

第三章の第四節から第六節における意匠権と、商標権、著作権、及び公平取

引法との関係で説明したように、一定の条件を満たしたデザインは、意匠権の

みでなく、商標権法、著作権法、又は公平取引法に基づいて保護を求めること

も可能である。未登録の意匠があった場合は、商標権法、著作権法、又は公平

取引法による保護が可能であるか否かも検討する必要がある。 
 

 

に る意匠  
 
1 体 と  
 
意匠は物品に適用されなければならないので、台湾の現行の意匠審査基準は、

意匠は「三次元空間における実体の形状を有する有体物」と定義されている79。

したがって、「第三章 台湾における意匠の登録要件」の「第四節 意匠権と

商標権の関係」において説明したように、未登録の意匠を商標として登録しよ

うとする場合、まずは立体形状の商標、つまり、立体商標として商標登録出願

することが考えられる。なお、商標登録の要件の一つに、識別力を有すること

がある。したがって、意匠が実体審査で拒絶査定を受けた場合、又は何らかの

原因で意匠登録出願できなかった場合、当該意匠物品の商標としての識別力の

有無を検討し、識別力を有する場合には、商標登録出願をすることが考えられ

る。また、先に意匠登録出願をし、将来、当該意匠物品に識別力が生じた段階

で、更に商標登録出願することも考えられる。 
 
たとえば、BMW 社は下記の台湾意匠登録 D125737 ような「自動車」の意匠

を複数件出願し、車両全体が創作性を有するものとして登録されている。一方、

BMW 社の車両は、前方にある丸形四灯式のヘッドランプとキドニー（kidney）
グリルと呼ばれる独特の形状をしたグリルをもつフロント部が特徴的であり、

一般的に知られているデザインで、識別力があると認められる可能性が高い。

実際は、BMW 社は台湾で当該グリルを立体商標としても出願して登録され、

商標として保護を受けることが可能となる。 

                                                   
79台湾知的財産局、2016 年版専利審査基準「第三篇 意匠実体審査」「第二章 意匠とは」

「1 意匠の定義」「1.2 意匠は物品に適用されなければならない」、p.3-2-1、2016 年 3 月

22 日 
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台湾意匠登録 D125737「自動車」 

 

台湾商標登録 1304194
「NiereE70ms」 

 

 

 
 
 
また、意匠権の権利範囲は、同一又は類似の外観を有する同一又は類似の物

品にのみ権利範囲が及ぶため、被疑侵害品が意匠権の物品と類似でない物品で

ある場合（例えば、モデルカーと、車状のプレートを有するキーホルダー）、

当該意匠権の権利範囲は及ばなくなるので、その意匠権により侵害を排除する

ことができない。仮に当該意匠権の意匠の全体又は一部が識別力を生じる可能

性がある場合、その意匠が適用される可能性がある商品区分を一つ又は複数指

定するとともに、その商品区分内の商品を適宜複数指定して商標登録出願をす

れば、複数の種類の商品についても保護を受けることが可能である。 
 
例えば、下記のランドローバー社の台湾商標出願第 105074727 号の立体商標

「DEFENDER 110 WITHOUT SPARE」は、一出願で 5 つの商品区分を指定して

いると同時に、各区分についても複数の商品を指定しており、商品の種類は多

岐に渡る。このようにすることで登録できれば、一つの意匠で複数種類の物品

に及ぶ保護が可能である。 
 

- 269 -



 

 

 
台湾商標出願第 105074727 号 

 

また、下記の台湾高速鉄道社が運営している台湾高速鉄道に使用されている

日本製の新幹線車両について、台湾高速鉄道社は立体商標として「台湾高鉄社

立体商標」を複数件出願し、計 19 件の立体商標権を取得している。これらの

商標権はそれぞれ異なる商品区分を指定し、それぞれの商品区分内の複数の類

似商品を指定している。したがって、例えば、オルゴールや、玩具や、ティッ

シュボックス、携帯ストラップ、かばんなど多種多様な商品を保護できるよう

にしている。 
 

 

台湾高鉄社の立体商標第 1404925 号 

 

 

 

2 に る と る 

 
また、意匠が物品に適用される模様のデザインであり、その模様の部分が識

別力を有し得るものであれば、立体商標ではなく、模様の部分のみを商標とし

て商標登録出願することが考えられる。例えば、下記のロート製薬社の4件の

台湾意匠登録D143313号「包装用容器」の意匠、D141476号「包装用板紙」の意
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匠、D143312号「包装用容器」の意匠、D141475号「包装用箱」の意匠は、いず

れも2009年12月17日の日本国の優先権を主張し、2010年6月15日に台湾知的財

産局に意匠登録出願された。これらの意匠は、それぞれ異なる外形を有する容

器や箱などの物品に適用されているが、いずれも容器物品自体の外観の形状よ

りも施された模様のほうが目立つと考えられる。公告された意匠公報によれば、

正面にある、色合いの異なる緑色の組合せとその領域からなる模様及び「Acnes」
というデザイン性を有する文字を新規な創作の特徴としている。そのため、実

体審査を経て、これらの模様に関して意匠として新規性と創作性が認められ、

2011年にすべての意匠が登録され公告された。 
 
 
「緑色の組合せと領域の模様及びAcnesのデザイン的文字」に関する意匠権 

台湾意匠登録D143313号 
「包装用容器」 

 

台湾意匠登録D141476号 
「包装用板紙」 

 
台湾意匠登録D141475号 

「包装用箱」

 

台湾意匠登録D143312号 
「包装用容器」 
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なお、意匠登録出願された後に、当該意匠に係る商品が市場に公開、販売さ

れ、徐々に他社の洗顔フォームや塗り薬などの薬粧商品と区別することができ

るようになり、一般的な認知度を一定の程度まで上げてきた。そこで当該意匠

権における「色合いの異なる緑色の組合せとその領域からなる模様及び「Acnes」
というデザイン性を有する文字」の模様と色彩の部分について、約9年後の2018
年9月18日に、化粧品、シャンプー、芳香剤、練り歯磨きなどを含む商品区分

を指定して、台湾商標出願第107060759号として商標登録出願された。 
 
その商品区分の商品に関して、「色合いの異なる緑色の組合せとその領域か

らなる模様及び「Acnes」というデザイン性を有する文字」が識別力を有する

ことが認められれば、商標として登録され、より幅広い商品の保護が可能とな

る。 
 
 

台湾商標出願第107060759号「Acnes & device」 

 
 
 
この例で示されているように、意匠が意匠登録要件の一つである新規性を有

するものであれば、意匠登録出願ができる。一方、識別力があれば、商標とし

て出願することも考えられる。両方とも出願することも可能であるため、異な

る方面で保護を受けるメリットがある。 
 
また、「第四章 意匠出願から登録まで」「第二節 意匠の出願手続き」「五、

出願手続の流れ」「1.出願」「（3）図面」に説明したように、連続した平面の意

匠（例えば、包装紙又は生地）である場合も意匠として出願することができる。

一方、商標は、2017 年 9 月 12 日付の「非伝統的商標の審査基準」の改訂で「連

続図案商標」に関する明確な審査原則が追加された。「連続図案商標」とは、

商品、包装容器、役務場所又は役務に関する物品の表面に、連続的に繰り返し

て表された模様で、出所を他人のものと区別できるものである。例えば、下表
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の左欄に示されている商品である靴の一部の表面に使用された連続的な図案

からなる連続図案商標（この場合は実際の使用態様を明確に表現するとともに、

商標に属さない商品の部分を破線で示す）、又は、下表の右欄に示されている

連続的な図案そのものの連続図案商標である80。 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
下表に示されている登録例のように、連続的な図案を有する意匠物品は意匠と

して登録可能で、連続的な図案も連続図案商標として登録可能である。 
 
 

台湾意匠登録D192572号 
「生地」 

台湾商標登録1070301 
「Burberry Check」 

 

 

 

 
 
なお、台湾の商標権制度に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3 月

                                                   
80台湾知的財産局、2017 年版非伝統的商標の審査基準「8 連続図案商標」、p.30~31、2017

年 9 月 12 日 
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に発行した「台湾模倣対策マニュアル （2016 年 3 月、公益財団法人 交流

協会）」を参考にすることができる。 
 
 
 

に る意匠  
 

建  
 
「第三章 台湾における意匠の登録要件」の「第五節 意匠権と著作権の関

係」において説明したように、製造工程により再現できない単なる芸術的創作

である場合、意匠登録を受けることはできないが、著作権により美術創作とし

て保護することが可能である。 
 
また、2013 年 1 月 1 日施行の改正専利法第 124 条により、単なる芸術的創

作でない「美術工芸品」は意匠権による保護を受けられる対象となり、2013 年

の「第三篇 意匠実体審査」の改訂により、建築物などの不動産も意匠登録出

願の対象とすることができるようになった。したがって、意匠登録出願の対象

物品が、単なる芸術的創作ではない美術工芸品、又は建築物であれば、それぞ

れ著作権法第 5 条に規定されている美術著作及び建築著作に該当するので、著

作権法による保護を受ける対象にもなる。例えば「第三章 台湾における意匠

の登録要件」の「第五節 意匠権と著作権の関係」において紹介したキャラク

ター商品と建築物の意匠登録例が、何らかの原因で意匠登録できなかった場合、

これらに著作権の要件である「独創性」と「創作性」があるか否かを検討して

おくべきである。「独創性」と「創作性」のあるものであれば、将来、被疑侵害

品が見つかった場合、著作権法に基づき民事・刑事的救済を求めることが可能

となる。 
 
また、著作権法は著作者の創作の「独創性」と「創作性」を保護するので、

創作された意匠物品に平面の形態で模様として施されたキャラクターや花な

どのデザインを、第三者が意匠物品と異なる物品に平面形態又は立体形態で付

する行為、又はそのキャラクターを立体物として再現する行為は、当該デザイ

ンの「翻案」行為にあたる。これらの「翻案」行為が、著作権法における「著

作財産権の制限」（第 44～65 条）に規定の「フェアユース」に該当するもので

なければ、著作権者の著作権を侵害することになるので、著作権法に基づき民

事・刑事的救済を求める手段が考えられる。例えば、下記台湾意匠登録第

194121 号「包装容器」の上部の表面に施された風景と人物の絵画が「創作性」

を有すれば、第三者に無断で扇子や湯飲みなどの別の物品に適用された場合、
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その行為は「翻案」行為にあたるので、著作権法に基づき民事・刑事的救済を

求める手段を採ることができる。 
 

 

台湾意匠登録第 194121 号「包装容器」 
 
また、現在、台湾の意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年で満了

となる。一方、著作権の存続期間は、著作物の完成時から、又は著作者の死後

50 年であり、意匠権の存続期間よりもはるかに長い。したがって、美術工芸

品、又は建築物をもって意匠登録出願して取得された意匠権の存続期間が満了

し、意匠権が消滅した後でも、著作権により保護を受けることは依然として可

能である。 
 
なお、台湾の著作権制度に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3 月

に発行した「台湾模倣対策マニュアル（2016 年 3 月、公益財団法人 交流協

会）」を参考にすることができる。 
 
 
 

取 による意  
 
「第三章 台湾における意匠の登録要件」の「第六節 意匠権と公平取引法

の関係」において説明したように、店舗における商品の包装、店舗の外装・レ

イアウトなどを含む店舗デザイン、店の従業員の制服のデザインなど全般の形

態を指す「トレードドレス」も企業の表徴であり、他人に自社の「トレードド

レス」が模倣され、消費者に混同誤認が生じ、不正競争が起きるおそれがある

場合、公平取引法により保護を求めることが可能である。自社店舗で使用され
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るオリジナルの、店舗の建築物、店舗の外装・レイアウト、店舗の看板、商品

の包装紙・包装容器、接客カウンター、イメージキャラクター像、店舗内の家

具（ロビーチェア、接客ソファー、陳列棚、陳列テーブルなど）、従業員の制

服など自社店舗デザイン及び自社店舗用品全般は、いずれも台湾の意匠審査基

準に定義されている「三次元空間における実体の形状を有する有体物」に該当

するものであるので、意匠登録出願の対象となり得るものである。これらの意

匠登録出願の対象が新規性と創作性を有すれば、まずは意匠登録出願を行うこ

とにより、その意匠の保護を図るべきである。仮にこれらの意匠登録出願とな

り得る対象が、何らかの原因で意匠登録できなかった場合、これらの自社店舗

デザイン及び自社店舗用品全般に企業の商品又は役務を示す企業の表徴とな

り得るものはあるかどうかを検討し、該当するものがあれば、企業の「トレー

ドドレス」として公平取引法により保護を求めることが可能である。 
 
また、意匠登録出願することも可能な自社店舗の「トレードドレス」である

オリジナル店舗デザインに関する意匠物品が意匠登録要件の一つである新規

性を有するが、仮に何らかの原因（例えば、出願の機会を逸した、又は創作性

がない）で意匠登録できなかった場合でも、その時点ではこのオリジナルの意

匠物品はまだ一般的に知られていない可能性が高いので、その時点では企業の

商品又は役務を示す企業の表徴とはなっていない場合が多い。企業の表徴とな

り得るものであっても、ある程度時間が経って初めて、その企業の商品又は役

務を示す企業の表徴となり得、企業の「トレードドレス」として公平取引法に

より保護を求めることが可能となる。 
 

また、現在、台湾の意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年で満了

するが、企業の「トレードドレス」に関する権利には権利期限がないので、上

記企業の「トレードドレス」に関する意匠物品をもって意匠登録出願して取得

した意匠権の存続期間が満了し、意匠権が消滅した後でも、企業の商品又は役

務を示す企業の表徴となっているものについては、引き続き公平取引法により

侵害排除を求めることが可能である。 
 
前記店舗デザインのほか、商品のデザインが消費者に熟知されたデザインと

なっており、その出所を識別するに足るものとなっている場合も、公平取引法

により保護を求めることが可能である。例えば、知的財産裁判所 106 年(西暦

2017年)民公訴字第 1号民事事件がその例である。本事件において、「RIMOWA」

を商標とするスーツケースを販売するドイツの RIMOWA GmbH 社（原告）

は、裁判所に、「公平取引法第 22 条 1 項 1 号と同法第 25 条の何れかの規定に

基づき、RIMOWA と同一又は類似の『プリーツラインの設計』を有するスー

ツケースを販売する被告は、消費者に混同誤認を生じさせて原告の商業上の信
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第 136 条 2 項の『意匠権の範囲は、図面を基準とし、並びに意匠説明書を参

酌することができる。』との規定により、意匠権の権利範囲は、図面を基準と

する。添付 1 の『プリーツラインの設計』に開示された文字と図面が、新規な

創造性を表現でき消費者に商品の出所を識別させるに足る場合、同様に『著名

な商品の外観と表示』の範囲を限定することができる。……原告はウェブペー

ジ又はカタログの何れにも『プリーツラインの設計』が典型的な設計であるこ

とを強調し、また、広告・マーケッティング資料においても『プリーツライン

の設計』を有するスーツケースを強調している……他人が販売するスーツケー

ス商品の外観にも、表面に長辺に沿って幅が同じで平行に延伸する複数の平行

溝が設けられ、溝の間に複数の折り模様があり、かつ、折り模様と溝の平面が

異なる明暗を有する設計があれば、当該部分が関連業者及び消費者に、原告の

所有する添付 1 の『プリーツラインの設計』のスーツケース商品の外観の主要

部と類似する印象を与えると判断できる。即ち、時間と場所を異にして、両方

のスーツケースを観察したとき、主要部による印象が類似し、関連業者及び消

費者に混同誤認を生じさせるため、添付 1 の『プリーツラインの設計』のスー

ツケース商品に類似する外観が使用されている。」 
 
したがって、裁判所は、被告は添付 1 の「プリーツラインの設計」に示され

る原告の著名な商品の外観を侵害し、公平取引法第 22 条 1 項 1 号の規定に違

反すると認定した。また、裁判所は、公平取引法第 29 条の規定により、「被告

は添付 1 の『プリーツラインの設計』と同一又は類似のデザインを各種のスー

ツケース商品に利用して販売、輸出又は輸入することができない」との原告の

主張を認めた。また、損害賠償に関し、裁判所は公平取引法第 30 条82、同法第

31 条 1 と 2 項の規定83により、原告の損害賠償の請求を認めた。 
 
なお、原告が同時に主張した公平取引法第 25 条は、「本法に別途規定がある

場合を除き、事業者は、その他取引秩序に影響を及ぼし得る欺罔行為又は明ら

かに公正さを失する行為をしてはならない」と規定している。この条文は、「補

足的な一括条令」であり、様々な事業競争行為の態様について公平取引法にお

                                                   
82公平取引法第 30 条：「事業者は、本法の規定に違反することで、他人の権益を侵害した場

合、損害賠償責任を負わなければならない。」 
83 公平取引法第 31 条：「裁判所は、前条の被害者の請求により、事業者の行為が故意の行

為であった場合、侵害内容に基づいて、損害額以上の賠償額を斟酌することができる。但

し、既に証明された損害額の 3 倍を超えてはならない。侵害者が侵害行為によって利益を得

ていた場合、被害者は専ら当該利益に基づいて損害額を算定するよう請求することができ

る。」 
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いて列挙できなかった不足を補足するために定められている。本件に関し公平

取引法第 22 条 1 項 1 号の適用があることが既に認められた以上、当該第 25 条

の適用の必要はなくなる。 
 
 
なお、台湾の公平取引法に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3 月

に発行した「台湾模倣対策マニュアル （2016 年 3 月、公益財団法人 交流

協会）」を参考にすることができる。 
 

 

 

による意  
 
「第二章  意匠保護の重要性」「第二節 台湾での事業展開前に実施してお

くべき事項と事例の紹介」において説明したように、特許出願や意匠登録出願

をして特許権や意匠権を得ることにより、実施予定製品を排他的に実施する権

利を確保することができる。その一方で、特許出願公開や意匠登録により特許

や意匠の内容が公に公開されるため、他人が模倣する可能性があり、又は定め

られた特許権や意匠権の権利期間が不十分であると考えられる場合がある。一

部の製品では、それに駆使されている技術が、外観からは勿論、製品を第三者

が分解・解析したとしても、その技術を解明することができない又は非常に難

しいということがある。特に化学分野の場合は、このような性質の技術を使用

した製品が多く存在する。このような製品の場合、出願しなければ、特許庁に

より公開されることはなく、企業の営業秘密として、他人に技術と創作の内容

を解明されないまま、実施して行くことが可能であり、上記のような登録制度

に基づく権利の短所を解消することが可能である。 
 
しかし、現行の専利法第 121 条 1 項の「意匠とは、物品の全部又は一部の形

状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作を指す」との規

定のように、意匠権は「物品」の外観に係るデザインを保護する権利であるの

で、製品に施された意匠のデザインは、常にその外観に表される。市場に流通

する予定の商品であれば、競争相手や模倣者はその製品を購入して調査・確認

することで意匠のデザインを知ることができる。たとえ、その意匠の物品が製

品の内部に組み立てられた電気コネクタや微小なプローブピン、センサーなど

であっても、競争相手や模倣者は装置を用いて細部を拡大して確認することが

可能である。そのため、販売が予定されている製品の新規なオリジナルデザイ

ンを営業秘密にしておくことにより意匠を保護することには、基本的に無理が

ある。よって、意匠物品に係る知的財産を守るためには、やはり積極的に意匠
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登録出願をすべきであると思われる。 
 
また、登録査定後の意匠の公告による公開を遅らせるために、日本には「秘

密意匠」制度が設けられている。一方、台湾では「秘密意匠」制度は設けられ

ていないが、「第四章 意匠出願から登録まで」の「第九節 意匠公告を遅ら

せる（秘密にする）方法」において説明した方法を用いれば、意匠の公告を最

長で 21 ヶ月遅延させることが可能である。 
 

なお、営業秘密法第 2 条には、「営業秘密」に関して次のように規定されてい

る。 
 

【営業秘密法】 
第 2 条 営業秘密法における「営業秘密」とは、方法、技術、製造工程、

調合、プログラム、設計、又はその他の生産、販売又は経営に用

いられる情報であり、且つ次の要件に合致するものをいう。 
1. 当該情報に関わる人が一般的に知り得るものではないもの 
2. その秘密性のため、実際に又は潜在的に経済的な価値を有する

もの 
3. 保有者が既に合理的な秘密保護措置を取っているもの 

 
上記営業秘密法第 2 条によれば、設計（デザイン）も営業秘密に該当するの

で、仮に販売される製品が分解・解析されたとしても、その製品に施されたオ

リジナルデザインを知られることはないと判断すれば、そのオリジナルデザイ

ンを営業秘密にしておくことも考えられるが、その場合、当該デザインの本質

及び秘密の扱い方が上記営業秘密法第 2 条の 1 号～3 号の要件、即ち、「秘密

性」、「経済性／価値性」、「合理的な秘密保護措置を取っている」を満たし

ているか否かを慎重に検討し、適切な秘密保護措置を取る必要がある。 
 
なお、台湾の営業秘密制度に関しては、更に日本台湾交流協会が 2016 年 3

月に発行した「台湾模倣対策マニュアル （2016 年 3 月、公益財団法人 交

流協会）」を参考にすることができる。 
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